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令和４年第１回天城町議会定例会議事日程（第１号） 

令和４年３月８日（火曜日）午前10時開議 

 

      開会（開議） 

〇日程第１ 会議録署名議員の指名 

〇日程第２ 会期の決定 

〇日程第３ 諸報告 

     （１） 諸般の報告 

     （２） 行政報告 

〇日程第４ 令和４年度施政方針の説明 

〇日程第５ 一般質問 

      武田 正光 議員 

      吉村 元光 議員 

      奧  好生 議員 

      散会 
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１．出席議員（１４名） 

  議席番号    氏   名      議席番号    氏   名 

    １番  平 岡 寛 次 君      ２番  喜 入 伊佐男 君 

    ３番  吉 村 元 光 君      ４番  奥   好 生 君 

    ５番  昇   健 児 君      ６番  大 澤 皓一郎 君 

    ７番  久 田 高 志 君      ８番  秋 田 浩 平 君 

    ９番  上 岡 義 茂 君     １０番  松 山 善太郎 君 

   １１番  武 田 正 光 君     １２番  前 田 芳 作 君 

   １３番  平 山 栄 助 君     １４番  柏 井 洋 一 君 

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

 議会事務局長 柚 木 洋 佐 君   議会事務局書記 實 村 健 太 君 

 

１．説明のため出席した者の職氏名 

  職  名     氏   名      職  名    氏   名 

 町 長 森 田 弘 光 君   教 育 長 院 田 裕 一 君 

 教委総務課長 豊 島 靖 広 君   社会教育課長 和 田 智 磯 君 

 総 務 課 長 祷   清次郎 君   くらしと税務課長 関 田   進 君 

 企画財政課長 福   健吉郎 君   けんこう増進課長 碇 本 順 一 君 

 建 設 課 長 宮 山   浩 君   水 道 課 長 野 村 秀 行 君 

 農業委員会事務局長 芝   健 次 君   農 政 課 長 山 田 悦 和 君 

 農地整備課長 大 久 明 浩 君   長寿子育て課長 森 田 博 二 君 

 商工水産観光課長 中   秀 樹 君   選挙管理委員会書記長 米 田 俊 朗 君 

 総務課長補佐 宇 都 克 俊 君 
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○議長（柏井 洋一議員）   

 おはようございます。定例会を始める前に、携帯電話は電源をお切りになるかマ

ナーモードにしていただきますようお願いいたします。 

 執行部の答弁につきましては、マスク着用でお願いいたします。 

 

△ 開会（開議）午前１０時０２分 

 

○議長（柏井 洋一議員）   

 ただいまから令和４年第１回天城町議会定例会を開会します。 

 初めに、定例会において、欠席届が３月８日から３月１１日までの間、会計課長、

中村慶太君より提出され、これを受理しました。会計課長の代理については、会計

処理上支障があるため代理出席ができないとの報告を受けていますので、ご報告い

たします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 直ちに本日の日程に入ります。 

 

△ 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

○議長（柏井 洋一議員）   

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、上岡義茂君、松山善太郎

君を指名します。 

 

△ 日程第２ 会期の決定 

 

○議長（柏井 洋一議員）   

 日程第２、会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から３月２５日までの１８日間にしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から３月２５日までの１８日間に決定しました。 
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△ 日程第３ 諸報告 

 

○議長（柏井 洋一議員）   

 日程第３、諸報告を行います。 

 初めに、議長より令和４年第１回臨時会以降本定例会までの諸般の報告を行いま

す。 

 議長の動静等の報告は、お手元に配付してあります。お目通し願い、報告といた

します。 

 次に、本日、議案が町長より２１件提出されました。よって、議案はその件名一

覧表とともに、お手元に配付してあります。 

 条例の一部改正、全部改正、予算などがありますが、慎重にご審議の上、ご適切

なご判断をお願いします。 

 次に、天城町監査委員より、令和４年２月分までの例月出納検査の結果、適正に

処理されているとの報告がなされています。 

 以上で、議長の報告を終わります。 

 次に、町長から行政報告の申出がありましたので、これを許可します。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、１月１２日、令和４年天城町議会第１回臨時会以降の主な事項につき

まして報告いたします。 

 １月１２日、徳之島地区消防組合臨時会。 

 １月１６日、津波警報発令に伴う天城町災害対策本部を設置し、警戒及び応急対

応をいたしております。同日、午後２時に対策本部を廃止いたしました。 

 １月２５日、日本エアコミューター株式会社取締役会、ウェブで参加しておりま

す。 

 １月２９日、赤土新バレイショ「春一番」出発式。 

 ２月１日、鹿児島県糖業振興協会理事会、ウェブで参加しております。 

 また同日、天城町の未来を考える会ということで、若い方々と意見交換をいたし

ました。 

 ２月１４日、渕上建設工業様より寄附金の贈呈がございました。 

 ２月１５日、徳之島における病床確保に関する要望書を大島支庁長のほうに３町

長で提出いたしました。 

 ２月１６日、市町村長会ほか各種会合が奄美市でございました。 

 ２月２１日、徳之島地区合同選果場建設につきまして要望を受けております。 
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 同日、病床確保の件につきまして、３町長と宮上病院院長先生と意見交換をいた

しました。 

 ２月２２日、与名間分校新校舎建設推進委員会より陳情を受けました。 

 同日、天城町行政改革推進本部会を開催いたしております。 

 また、同日、日本エアコミューター株式会社取締役会をウェブで参加いたしまし

た。 

 ２月２３日、今年になって初めて陽性の方が本町で確認されました。それに伴い

まして、天城町コロナ対策本部会議を開催いたしました。 

 ２月２４日、鹿児島県町村会定期総会ほか諸会合がございました。 

 ２月２５日、鹿児島市で徳之島黒糖焼酎と物産フェアがありまして、参加いたし

ました。 

 また、同日、午後、病床確保の件につきまして、３町長、知事と面談いたしてお

ります。 

 ２月２６日、天城町に自衛隊入隊者の壮行激励会を行いました。 

 ２月２８日、徳之島用水土地改良区理事会。 

 同日、徳之島の医療と福祉を考える会。 

 ３月２日、奄美医療圏地域構想調整会議。 

 ３月３日、鹿児島県指導農業士・女性農業経営士の認定書の交付式が行われまし

た。 

 以上、行政報告をいたしました。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 以上で、諸報告を終わります。 

 

△ 日程第４ 令和４年度施政方針の説明 

 

○議長（柏井 洋一議員）   

 日程第４、令和４年度施政方針の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、令和４年天城町議会第１回定例会に当たりまして、施政方針の説明を

いたします。 

 本日、令和４年第１回天城町議会定例会が開催されるに当たり、町政運営の基本

方針と施策の概要をはじめ、町政運営の基本となる令和４年度予算案を申し上げ、

議員各位並びに町民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 新型コロナウイルスの第６波、オミクロン株の急拡大が年明けから続いておりま
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す。町民の皆様におかれましては、長期にわたり新型コロナウイルスとの闘いを強

いられており、それぞれに大変な思いをされているかと存じております。そして、

今なお最前線で対応に当たっております医療関係者の皆様のご労苦に対し、敬意を

表するとともに深く感謝申し上げます。 

 さて、昨年は町制施行６０周年を迎え、新型コロナウイルスの感染症対策として

人数を制限してではありましたが、記念イベントや記念式典を開催することができ

ました。これまでの町制４０年、５０年と異なるのは何かと考えたとき、それは私

たちが新型コロナウイルスを経験したということだと思います。これまで私たち人

類が築いてきたもの全てを一変させました。経済、普通の生活、全ての関係が壊れ、

再構築が迫られております。 

 令和４年度以下、本年度と申し上げますが、令和４年度も新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金以下臨時交付金と申し上げます、を活用して、消費拡

大による商工業者の支援、集落支援、農家支援等に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 このような中で、天城町の進むべき羅針盤となる第６次天城町総合振興計画（Ａ

ＭＡＧＩ─ＶＩＳＩＯＮ）を策定いたしました。ＡＭＡＧＩ─ＶＩＳＩＯＮでは、

Ｒｅｂｏｒｎ（再生）という基本概念のもとにサスティナブル（ｓｕｓｔａｉｎａ

ｂｌｅ）持続可能な社会を目指し、向こう１０年の事業施策を着実に進めていくこ

ととしております。 

 ここで万葉集から舒明天皇の国見の歌を紹介したいと思います。「天の香具山登

り立ち 国見をすれば国原は 煙り立ち立つ海原は かまめ立ち立つうまし国そ 

あきづ島大和の国は」という和歌でございます。「天の香具山に登って国を眺める

と、広い平野の家々には、かまどから煙が立ち上がっている。平和ですばらしい国

だ、この大和の国は。」という内容でございます。 

 この歌が詠まれた飛鳥時代においては、国土を讃える歌をうたうことで豊穣繁栄、

健康長寿が叶うとされていました。行政をあずかる者として、このような和歌の心

を持って「大和の国は」を「天城の町は」に読みかえ、本当にすばらしい町だ、こ

の天城の町は。つまり「住んでよかった。くらし満足度Ｎｏ．１のまち」を目指し、

町民とともに働いていく、そういう思いでおります。 

 町政の舵取り役を担って４年目、私のモットーであります、「まず隗より始めよ、

率先垂範、スピード感を持って対応、必ず記録、メモを取ろう」を職員と共有し、

変化を恐れず動き出すことを常に意識しながら町民サービスのさらなる向上に努め

てまいります。 

 町民、天城町の心は“てぃーち”。心を一つにして共に頑張ってまいりましょう。 
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 以下、重要施策についてご説明申し上げます。 

 １．安定した雇用を創出する 

 （１）農業・水産業の持続的発展による経済の活性化及び所得の向上 

 本町の農業につきましては、台風などによる気象災害や市場価格に大きく左右さ

れるところでありますが、全般的には農家の皆さまのたゆまぬ努力により足腰の強

い農業が展開されていると実感しております。 

 昨年１２月に策定いたしました３次天城町農業ビジョンで掲げた「楽しい農で目

指せ楽農！！目指せ４５億！！」を合い言葉に、本町農業の課題解決と持続可能な

農業経営を進めてまいります。 

 また、世界的に温暖化対策への意識が高まっている中で、農業の果たす役割は大

きなものがあります。基幹作物でありますさとうきびは、熱帯地方での作物の光合

成能率の高い特有の反応経路をもつ植物群、いわゆるＣ４植物として地球温暖化の

原因物質、二酸化炭素を吸収する機能が他の植物に比べて高いと言われており、地

球温暖化防止に大きく貢献しております。 

 そのようなさとうきびでございますが、今期産は台風の気象災害もなく品質面に

おいては期待できるものの、生産量の見込みが本町で６万４千１００ｔ、徳之島

３町では約１７万５千ｔと、前期産の実績を下回る予想となっております。 

 次期産への対策として、徳之島さとうきびの作業受委託調整センターの機能強化

と活用推進、国の補助事業を活用した営農集団への計画的な高性能農業機械の導入

支援、夏植えの推進に取り組んでまいります。 

 また、単収向上や増産に繋がるよう難防除雑草への対策や土づくりの推進、可動

式誘殺灯による病害虫対策等、さとうきびが安定して生産されるよう関係機関と取

り組んでまいります。 

 肉用牛につきましては、コロナ禍にもかかわらず依然として高値で推移し、自家

保留導入奨励事業の効果もあり、順調に規模拡大、増頭が進み、令和３年末におけ

る繁殖雌牛頭数は４千２００頭を超えました。 

 本年１０月には５年に一度開催される全国和牛能力共進会が本県において開催さ

れます。全国の優秀な和牛が集う大会を契機に、さらなるスキルアップに繋がるこ

とを期待しております。 

 本年度も引き続き畜産クラスター事業と町単独事業で作業の省略化と規模拡大を

推進し、生産性と収益性の向上に取り組んでまいります。 

 規模拡大により課題となっているふん尿処理ですが、有用な有機物肥料として活

用を促すため、新たに町単独事業として堆肥舎等施設整備事業を行います。 

 また、昨年度開始しました死亡獣畜処理対策事業による助成も併せ、引き続きふ
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ん尿、死亡獣畜の適正な処理へ向けた啓発を行ってまいります。 

 ばれいしょにつきましては、全国的な供給量不足により高単価で推移しています

が、種子不足や植えつけ後の干ばつ、病害の影響などにより収穫量が減少傾向にあ

るため、単収向上及び面積維持が課題となっております。そのため臨時交付金を活

用し、種子消毒及び植えつけ後の消毒薬助成を行い、病害予防と供給力の強化支援

に繋げてまいります。 

 また、植付機、堀取機、穴堀機などの導入助成に加え、労働力不足への対応とし

てドローンによる薬剤散布助成など、作業省力化へ向けたスマート農業にも取り組

んでまいります。 

 実えんどうにつきましても、令和３年度に引き続き臨時交付金を活用し資材助成

の拡大や生産の維持、供給力の強化、支援に繋げます。 

 その他、園芸作物全般の技術向上へ向け、関係機関や農業センター等による営農

指導を行ってまいります。 

 また、果樹の主力品目であるマンゴー、パッションフルーツへの取り組みとして、

品評会を開催し、品質の高位平準化を目指します。 

 担い手の確保につきましては、２０２０農林業センサスによる本町の農家戸数は

７７３戸と５年前より１６５戸減少し、年齢別農業従事者における６５歳以上の割

合も４３．３％と３．２ポイント高齢化が進んでいる状況です。そのため農業セン

ター研修制度や指導農業士による指導等を通じて人材の確保、育成に取り組むと共

に、人・農地プランや農地中間管理事業の推進により、担い手への農地集積、集約

化を進めてまいります。 

 また、女性農業者の参画、高齢農業者の知識や経験の伝承、農福連携など、地域

の農業を支える人材の確保に取り組んでまいります。さらに経営体育成や農業法人

化の推進、青色申告会及び収入保険制度への加入促進による経営の安定化を図りま

す。 

 食育・地産地消につきましては、本町の食の魅力を再発見し、多様な食文化と豊

富な農畜産物を生かしてまいります。 

 学校における教育ファームや親子料理教室を通じて食と農への理解を深め、地元

産食材及び郷土料理を取り入れた学校給食の充実を図ってまいります。 

 あまぎ自然と伝統文化体験館内の直売所整備に向け、農産加工による新商品開発

や既存商品への支援、地元産農産物を中心としたマルシェの定期的な開催で農業者

と消費者との交流を促進します。 

 また、天城町の農産物の魅力をＰＲするため、ＳＮＳによる情報発信を進めてま

いります。 
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 農業センターにつきましては、農業研修制度を活用し、担い手、新規就農者の確

保に努めてまいります。 

 また、農業塾や技術セミナーを活かした野菜や花づくりの実践と苗もの市の開催

で活発な家庭菜園の普及を図り、自給野菜の確保を推進してまいります。 

 土作りにつきましては、土壌分析装置の更新を行い、土壌診断に基づく土壌改良

資材投入による地力の増強に取り組みます。併せて、堆肥や緑肥等の有機物施用、

施肥料の適正化等、温室効果ガスの削減に向けた取り組みについても推進してまい

ります。 

 鳥獣被害対策につきましては、イノシシの食害による農作物被害は減少している

ものの、捕獲頭数は横ばいの状況にあります。令和３年度に天城町鳥獣被害対策実

施隊による防護柵の点検を行いました。本年度から特に破損が著しかった箇所やイ

ノシシ被害の多い地区の破損箇所を優先に補修等を順次進めてまいります。 

 また、山猪工房あまぎにおけるイノシシ肉は、ふるさと納税や島内外への販売で

需要が増しております。そのため捕獲方法や買取り基準の見直しを行い、買取り頭

数を増やしてまいります。 

 林業につきましては、島内産材の普及と利用促進に努めてまいります。松くい虫

被害は減少しておりますが、引き続き枯損木の伐倒、樹幹注入を実施し、その保護

に努めてまいります。 

 特用林産物の生産については、シイタケ類の産地化に向け普及に取り組んでまい

ります。 

 林道の維持管理につきましては、森林整備における通路としての役割のほか、災

害時の迂回路としての機能等を有するため、定期的な除草伐採作業を実施してまい

ります。 

 水産業につきましては、漁業者の所得向上を第一に考え、現在整備中の６次産業

化施設を活用した魚類の安定的な買取り、高付加価値化を目指します。 

 また、町単独で行っております水産業活性化推進事業では、若い世代の組合員の

参入が増えつつあるので、経営規模の拡大も視野に入れながら今後も支援してまい

ります。 

 農業基盤整備につきましては、天城町畑かん営農ビジョンを基に関係機関並びに

畑かん推進員と協力しながら、その基盤整備に取り組んでまいります。現在進めて

おります８地区の県営畑地帯総合整備事業により、畑かん６８ha、区画整理４haで、

圃場整備率は８５．３％になる見込みです。支線についても４．２kmの事業を実施

してまいります。 

 なお、徳之島ダム受益地の散水可能予定面積は、令和４年３月末時点で４００ha、
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進捗率は２９．７％となる見込みです。 

 また、県営畑地帯総合整備事業の未清算事務につきましては、現在３３地区のう

ち７地区が完了しました。引き続き未完了地区の清算事務に取り組んでまいります。 

 農道及び水路整備につきましては、農業基盤整備促進事業、中部地区においては

残る浅間の農道１８０ｍ、北部地区では農道２７０ｍ、排水路１５０ｍ、南部地区

では農道５００ｍ、排水路５０ｍの整備を進めてまいります。 

 また、農業・農村活性化推進施設等整備事業、大津川地区においては、農道

３００ｍの整備を行ってまいります。 

 南部ダム畑かん施設は、経年劣化により機能低下が生じていることから、ストッ

クマネジメント事業の活用を進めてまいります。 

 また、末端施設につきましても、農業用水の供給に支障を来していることから、

事業計画を策定し、施設の適正な維持管理に取り組んでまいります。 

 多面的機能支払交付金事業につきましては、本年度も農地、農道、水路、沈砂池

等の維持管理活動を実施し、また広域組織は新たな活動として施設の長寿命化活動

を実施してまいります。 

 地籍調査事業につきましては、３４．０８％の進捗率となっております。令和

４年度は、当部、西阿木名（三京）の新規・継続合わせて５５haを進めてまいりま

す。 

 （２）新たな事業創出と観光産業の振興 

 平土野地域の活性化につきましては、引き続き平土野地区起業家支援事業や平土

野地区活性化基金活用事業を活用した新たなチャレンジの支援や天城町農泊推進協

議会と連携した、にぎわいづくりに努めてまいります。 

 平土野活性化事業として、地権者のご協力のもと、商店街の中の駐車場舗装整備

を実施いたします。 

 また、ポケット公園前から役場下までの歩道のカラー舗装を実施いたします。 

 平土野港多機能港湾新設に向けた取り組みにつきましては、新型コロナウイルス

の影響により充分な活動ができておりませんが、平土野港多機能港湾新設期成同盟

会の皆さまや町議会議員の皆さまと連携し、国・県への要望活動を強力に展開して

まいります。 

 商工業につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で大きなダメージ

を受けたところであります。臨時交付金を活用し、商工業者の皆さまへ支援してま

いりましたが、本年度も国や県と連携し緊急支援事業等を行い、事業継続支援に取

り組んでまいります。 

 長引くコロナ禍で経済的に打撃を受けた町内商工業者の支援及び町民の生活支援
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を目的に、本年度も臨時交付金を活用して天城町商工業応援商品券「むーるしきば

らーでぃ商品券」第三弾を実施いたします。 

 また、引き続き町単独事業としてプレミアム商品券補助事業を実施し、町内にお

ける消費購買の拡大を図ってまいります。 

 マイナンバーカードの交付状況につきましては、令和４年１月１日現在、国が

４１％、鹿児島県が３８．５％、天城町が２８．９％と低い割合となっております。

引き続き広報紙やＡＹＴ文字広告での周知、窓口での申請サポートを実施するほか、

特定健診会場等での出張申請受付を行ってまいりますので、多くの町民の皆さまの

マイナンバーカード取得をお願いいたします。 

 また、引き続き令和４年度マイナポイント事業第２弾を実施するなど、キャッシ

ュレスの推進にも取り組んでまいります。 

 観光業につきましては、世界自然遺産に登録され観光客の増加が見込まれるため、

天城町１４集落の案内板を作成します。 

 観光地連携整備事業では、大和城バンガローを整備してまいりました。観光客は

もちろんですが、町民の皆さまの自然体験や憩いの場として活用していただきたい

と思います。 

 環境に配慮した整備を心がけるとともに、人と自然が共生する癒しの観光地づく

りを継続して進めてまいります。 

 あまぎ自然と伝統文化体験館整備事業につきましては、年次的に整備を行ってま

いります。徳之島の豊かな自然や島唄、踊り、闘牛などの伝統文化の魅力や徳之島

ならではの特産品や農産物販売、観光情報を効果的に発信できる施設として整備し

てまいります。闘牛大会はもちろんですが、コンサート会場など若い人たちのイベ

ント開催に利用できる、稼げる施設を目指します。 

 そしてＢ＆Ｇ海洋センターや総合運動公園とも連携し、伝統文化体験やスポーツ

に限らず様々な場面で人と人をつなぐ機能を持たせ、異なる価値観が出会う場所に

したいと考えています。 

 トライアスロンＩＮ徳之島大会につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大

の影響により２年連続の中止という残念な結果となっております。２０２２年、第

３５回大会開催に向けて、これまで以上に工夫をこらしながら、スポーツ愛ランド

徳之島を広く島外に発信してまいります。 

 日本初の総合アウトドアメーカーであるモンベルの１０３万人を要する会員組織

にフレンドタウンとして加入し、トライアスロンはもちろんのこと天城町の特産品

や観光情報等の魅力を発信することで、天城町を広くＰＲし、誘客につなげてまい

ります。 
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 スポーツ合宿誘致につきましては、多様な分野への経済波及効果があります。こ

れまで合宿を行ってきたスポーツチームとのつながりを大切にするとともに新規開

拓を行うなど、年間を通して誘致活動を行い、天城町のスポーツ合宿を通した活性

化を図ってまいります。 

 燃ゆる感動かごしま国体トライアスロン競技につきましては、令和５年１０月の

本町開催に向けて準備を進めてまいります。松原漁港を中心としてトライアスロン

競技が開催されますが、万全な体制の構築、気運醸成を図るなど、その準備を進め

てまいります。 

 令和元年から徳之島と大阪伊丹を往復する臨時便が年末年始及び夏休み期間に就

航しております。今後も引き続き国・県・航空会社等への定期的な直行便就航の要

請活動を行ってまいります。併せてクルーズ船誘致につきましても、世界自然遺産

登録地であることを最大限に生かし、徳之島天城町の魅力を世界に発信できるよう

積極的な誘致活動を行ってまいります。 

 ２．新しい人の流れをつくる 

 （１）ふるさと創生 

 新型コロナウイルス感染症が長期化したことで、生活様式が変容し、様々な場面

でデジタル化やオンライン化が進んでおります。そのため本町も、関係人口や天城

町ファンの協力を得ながら、おいでよ！魅惑のアマパゴスワーケーション事業など、

企業の地方分散に対応できるよう、その体制を整備してまいります。 

 移住・定住の促進につきましては、移住コンシェルジュ（地域おこし協力隊）に

よるＳＮＳ等での積極的な移住情報発信を行っており、令和３年度は移住・定住に

関する問合せ件数が１６４件ありました。コロナの影響もありましたが、それでも

実際に山海留学、併せて１０世帯１９人の方が移住いたしました。 

 これからもワンストップ移住相談窓口の体制強化と移住情報ウェブサイトを活用

し、多様な移住ニーズの把握と移住希望者に寄り添った支援を行ってまいります。

また、大都市圏での移住フェア等に積極的に参加、ＰＲ活動を実施し、移住人口の

増加に努めてまいります。 

 空き家対策につきましては、令和３年度は１１件の空き家バンクの登録、９件の

空き家改修費補助を実施いたしました。今後も空き家の有効活用を促進するととも

に、町ホームページなどで広く空き家情報を提供し、定住者の増加につなげてまい

ります。 

 また、天城町空き家等対策計画に基づき、空き家、廃屋などの適正管理を啓発し

てまいります。さらに国の空き家再生等推進事業を活用し、危険家屋の撤去を進め

てまいります。 
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 ふるさと納税につきましては、ふるさと納税ポータルサイトの増設などにより、

総額１億円を超えるなど順当に伸びてきております。改めてご寄附をくださった皆

さまへ心からお礼を申し上げます。頂いたご寄附をもとに本年度も各保育所への備

品購入や観光施設の整備を実施いたします。 

 また、整備した実績につきましては、寄附者をはじめ町民の皆さまへ広く周知し

てまいります。そして寄附者の皆さまとのご縁を継続していけるよう関東や関西を

はじめとした島外へのＰＲ活動を積極的に行ってまいります。 

 （２）世界自然遺産登録地として 

 奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島が世界自然遺産登録に登録されました。

世界自然遺産登録をゴールではなくスタートとして捉え、希少野生動植物の保護や

外来種対策などの遺産価値の保全に努めます。特にアマミノクロウサギをはじめと

する希少野生動物のロードキル対策の強化として看板設置やキャンペーンを実施し

てまいります。 

 また、エコツアーガイドの育成、林道の利用ルールなどを設定し、適切な観光管

理でその遺産価値を保ってまいります。 

 環境省と連携して整備しました天城岳松原登山道につきましては、来る３月

１２日に開通式＆登山ウォークが開催されます。観光客のみならず広く地域の方々

にも利用していただき、世界自然遺産の魅力をアピールしていただきたいと思いま

す。 

 引き続き奄美群島振興開発事業を活用した徳之島希少野生動植物保護事業や徳之

島３町ネコ対策事業を展開してまいります。現在、国を上げて２０５０年までに温

室効果ガスゼロを目指しているところであり、本町においても世界自然遺産登録地

としての環境保全に努めていくほか、地球温暖化対策、気候変動等に対応するため

の脱炭素社会カーボンニュートラルの実現に向けて積極的に取り組んでまいります。 

 ３．健康・妊娠・子育て・教育の希望をかなえる 

 （１）子どもから高齢者までみんなが健康の町 

 保健予防事業につきましては、引き続き乳幼児健診、特定健診、長寿健診、がん

検診などの各種検診の受診率向上に努め、早期の育児支援や保健指導、疾病の早期

発見・早期治療につなげ、健康の保持増進と医療費の適正化に取り組んでまいりま

す。 

 また、新型コロナウイルス感染症３回目のワクチン接種につきましては、６５歳

以上の高齢者の皆さんの前倒し接種を１月下旬より各医療機関で実施しております。

また、集団接種につきましても、３月７日から順次進めております。 

 １１歳以下の若年層のワクチン接種につきましては、希望する皆さんに迅速に接
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種できるよう医療機関との協議を進めているところでございます。 

 新型コロナウイルス感染症対策基金を活用した島外療養者への帰島旅費助成を継

続し、本年度新たに感染した方や濃厚接触者の自宅待機への支援を行います。 

 新型コロナウイルス感染症対策につきましては、マスク着用や手洗い、密集・密

接・密閉の三密を避けるなどの新しい生活様式を徹底していただくよう改めてお願

い申し上げます。 

 子育て支援につきましては、保健センターに新設した子育て世代包括支援セン

ター「こそだてらす」を拠点とし、妊婦等保健指導・妊婦乳幼児健診・産後ケア事

業・親子教室等を実施しております。本年度、新たにこそだてらす研修会、相談会、

発育・発達促進事業を実施し、出産前から育児まで切れ目のない子育て支援を展開

してまいります。 

 国民健康保険事業につきましては、誰もが安心して医療が受けられるよう、その

安定的な運営を進めてまいります。また、年々高騰し続けている医療費の抑制を図

るため、個々に応じた運動の提案を実施するとともに、レセプト点検等の医療費適

正化対策を推進してまいります。 

 介護保険事業につきましては、自立支援・介護予防・重度化防止に取り組むとと

もに、介護サービスを真に必要とする方へ過不足ないサービスを適正に提供し、介

護保険制度の安定と持続可能な運営を推進してまいります。 

 地域支援事業につきましては、高齢者が安心して自分の家で暮らし続けることの

できる社会の構築を目指してまいります。そのために、高齢者の状況を把握し、医

療・介護・予防・住まい・地域の見守りや生活支援等の充実を図り、高齢者一人ひ

とりの生活を支える仕組みづくり、地域包括ケアシステムの構築と充実を図ってま

いります。 

 児童福祉につきましては、少子化対策並びに子育て支援の取り組みといたしまし

て、児童養育助成事業による保育料の無償化や児童医療費助成事業による高校生ま

での医療助成事業を継続するとともに、昨年度から実施しております小学校入学生

の保護者への新入学生未来づくり応援金や在宅で子育てを行う世帯への在宅育児支

援事業などを引き続き取り組んでまいります。 

 また、出産祝金につきましては、本年度から第１子５万円を１０万円に増額し、

第２子以降については１子ごとに１０万円の加算とする拡充を行い、少子化対策及

び子育て世帯への経済的支援や負担軽減に努めてまいります。 

 保育所につきましては、先ほど申し上げましたがふるさと納税を活用した設備や

遊具等の整備を進めるとともに、築４０年以上が経過している保育施設の建て替え

に関する保護者等の意識調査を実施し、今後の建設に向けての準備を進めてまいり
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ます。 

 障がい者福祉につきましては、昨年度から実施しています海岸清掃などの就労機

会の提供を継続して行うとともに、先ほども申し上げました農業センターなどを活

用した農福連携に取り組み、障がいのある人が社会活動に参加するための支援に努

めてまいります。 

 また、障害者医療費助成や障害福祉サービス事業による介護給付や相談支援給付

等を引き続き実施し、障がいを抱えた方やその家族が安心して暮らせるように支援

してまいります。 

 高齢者福祉につきましては、敬老祝金支給や敬老バス無料乗車証交付の実施、ひ

とり暮らしの高齢者等が安心して暮らせる環境づくりのための緊急通報装置の設置、

推進に取り組んでまいります。 

 また、本年度からは老人クラブ等の自主的な活動をさらに支援するための助成金

の拡充や新たに高齢者ハンドル形電動車いすシニアカー購入費の一部助成を行い、

高齢者の外出時の移動支援に取り組んでまいります。 

 （２）将来の天城町を託せる人材の教育 

 教育文化の町づくりにつきましては、「ユイの心をもち、世界雄飛と島担う人づ

くり」を基本目標として、将来の天城町を託せる人材育成を推進してまいります。 

 学校教育につきましては、人権尊重並びにＳＤＧｓの理念を念頭に置いた教育活

動を展開してまいります。 

 また、引き続き新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル、学校の

新しい生活様式を基にその対策を講じながら教育活動を実施してまいります。 

 個々に適した学習環境の整備・情報活用の習得を目指したＧＩＧＡスクール構想

実現に向けて、これまでに整備したタブレットを家庭学習でも活用できるよう環境

づくりを推進してまいります。 

 教職員の働き方改革の推進につきましては、学習評価に校務支援システムを活用

するなど事務事業の負担軽減を図ってまいります。 

 学力向上に向けた教員の資質向上、充実した教育活動の推進につきましては、天

城町教育推進プランに基づきながら、教員も子どもも共に成長できるよう努めてま

いります。 

 特別支援教育につきましては、相談体制の更なる充実に努めると共に、引き続き

学校間の交流を深めてまいります。 

 生徒指導につきましては、心の教育相談員やスクールソーシャルワーカーの配置

を継続すると共に、引き続き臨床心理士によるスクールカウンセリングを定期的に

行い、個々に寄り添った支援を継続してまいります。 
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 われんきゃグローバルプロジェクト事業につきましては、児童・生徒の基礎学力

の定着及び学習意欲の向上に資するため、各種検定を実施し、保護者の経済負担の

軽減を図るため、これに要する経費について学力向上検定補助事業を継続して実施

いたします。 

 また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い中止していました中学生を対

象とした海外派遣事業については、本年度に限りオンラインによる交流活動を中心

とした内容にいたしますが、その事業は進めてまいります。 

 英語教育につきましては、令和４年度から令和６年度を英語教育強化期間として

天城町英語教育推進プランに基づいた英語教育を展開してまいります。小・中学校

においては、今まで以上に生の英語に触れる機会を設けるため、ＡＬＴが２名体制

となりました。更には幼稚園、保育所へ派遣し、グローバルな触れ合いの中で幼少

期から英語に慣れ親しめる環境をつくります。 

 郷土教育につきましては、ふるさと天城に誇りを持つ児童生徒を育てると共に、

次世代を担う人材を育成するため、シマグチや島唄など伝統文化に関心を持ち、自

然環境等の世界的な価値について学ぶ「あまぎ学」を引き続き実施いたします。 

 本年度は、新たにクラウドファンディングを活用したテキスト「徳之島天城町が

世界に誇る自然と文化」（仮称でございますが）を製作してまいります。 

 学校給食につきましては、地場産品を積極的に活用し、子どもの地域に息づく自

然や文化、農業に関する理解を深めるとともに、生産者の努力や食に関する感謝の

気持ちを育んでまいります。そのため、昨年度に引き続き地場産品や地元生産牛な

どを食材として使い、地域農業、畜産業についての食育学習を推進してまいります。 

 また、保護者の教育費負担を軽減し、家庭生活環境の向上と安心して子どもを産

み育てやすい環境づくりを支援することを目的として、本年度から学校給食費の完

全無償化を実施いたします。 

 健康で心豊かな子どもの育成につきましては、体験活動や芸術とのふれあい教室

を実施すると共に、山海留学制度や特認校制度を生かした学校及び校区の活性化地

域支援活動を推進してまいります。 

 高等学校、短期大学、専門学校、大学等への進学希望者を対象に天城町育英奨学

資金を継続して貸与してまいります。夢と希望の上原勇一郎奨学資金につきまして

は、上原氏ご本人に直接ご相談するなど継続して貸与できるよう努力してまいりま

す。 

 また、コロナ禍の中、島外で不安な学生生活を送っている町内出身の全ての学生

に対し継続した学びを応援するために、臨時支援金の給付を引き続き実施してまい

ります。 
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 学校施設につきましては、第６次天城町総合振興計画（ＡＭＡＧＩ─ＶＩＳＩＯ

Ｎ）及び天城町学校施設長寿命化計画に基づき、校舎、体育館、教員住宅の計画的

な補修、建て替えを進めてまいります。そのために新たに天城町学校施設整備基金

を設け、その財源を確保してまいります。本年度は西阿木名校区に１棟４戸の教員

住宅を建設いたします。併せて給食センターの建設につきましても、用地の取得や

基本設計など、その準備を進めてまいります。 

 社会教育につきましては、令和５年１月に「家庭・学校・地域と共に学び、育ち、

楽しむＰＴＡ活動」をテーマに鹿児島県ＰＴＡ研究委嘱公開が本町で開催されます。

ＰＴＡ会員相互の資質向上と活動の充実発展が図られる大会になることを願ってお

ります。 

 また、文化芸術の取り組みとして、子供を対象とした心の教育芸術鑑賞や一般を

対象としたみやまふれあいコンサートを実施する等、芸術を愛する心や豊かな情操

を育ててまいります。 

 生涯学習につきましては、町民の価値観や学習ニーズに的確に対応し、各講座の

内容の充実を図ってまいります。 

 また、放送大学授業単位取得助成事業につきましては、生涯学習の観点から受講

者の学習意欲の向上及び経済的負担軽減を図ります。各種資格取得、キャリアアッ

プなどに大変有意義な学習機会を提供できる事業だと考えております。今後多くの

皆様にご利用していただければと思います。 

 教科セミナーにつきましては、授業内容の充実や夏季・冬季セミナーの集中講義

や模擬テストに力を入れ、個々の様々な能力開発・学力向上を支援し、次代を担う

青少年の健全育成を図ってまいります。 

 また、自主的学び応援事業につきましては、平成３０年度から今まで１３名の生

徒を島外の学習塾夏期スクーリングに派遣することができました。更に参加枠を増

やし、自ら何事にもチャレンジする生徒の育成に努めてまいります。 

 図書館につきましては、昨年度導入しました読書通帳を有効活用しながら読書活

動の充実を図るとともに、今年度新たに導入いたしますプロジェクターを活用した

映画鑑賞会等を実施するなど、今後も町民が気軽に利用できる図書館を目指してま

いります。読み聞かせは、教育格差関係なくできる最初の教育と言われております。

子どもと過ごす時間を大切にし、就学前に学業の基礎をつくることができることか

ら、それを共有し習慣化されるよう努めてまいります。 

 ユイの里天城花いっぱいフラワーロード運動につきましては、開始以来、多くの

町民の皆さまにご参加、ご協力をいただいております。事業を通して、ＯＳＯＳ運

動の推進と地域コミュニティの育成並びに地域活性化を図りながら、自立・共生・
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協働の町づくりを更に推進してまいります。 

 社会体育につきましては、第７５回県民体育大会第６３回大島地区大会及び第

４９回大島地区スポーツ少年団競技別交歓大会の全空連空手道競技がどちらも本町

で開催されます。 

 また、令和３年度に新型コロナウイルス感染症により中止となりました巡回ラジ

オ体操・みんなの体操会でございますが、再申請し本年８月１２日に本町で開催さ

れることが決定いたしました。町民の皆さまのご参加をよろしくお願いいたします。 

 Ｂ＆Ｇ海洋センターにつきましては、総合体育館及びプールの利用促進に努めま

す。また、多目的艇庫を活用した学習体験プログラムの充実や水上アクティビティ

を通した青少年の健全育成並びに交流の場としての利用の推進に努めてまいります。 

 ユイの館につきましては、世界自然遺産登録により島外の来館者が増えてくるこ

とが予想され、郷土文化資料の収集、保存、展示などの充実を図ってまいります。 

 また、夜光貝を利用した工芸教室等の各種講座、島の自然を題材とした講演会な

どを開催し、町民の学習環境の充実に努めてまいります。 

 文化財事業につきましては、国宝重要文化財等保存整備事業を活用して下原洞穴

遺跡の緻密な調査を行い、国史跡への指定を目指します。そのためにキックオフイ

ベントとして専門家を交え下原洞穴遺跡に関するシンポジウムを開催し、これまで

の調査によって得られた成果を地域の方々と共有すると共に、文化財保護思想の醸

成に努めてまいります。 

 ４．時代に合った地域をつくり、安心したくらしを守る 

 （１）町民が安心して暮らせる環境の確保 

 生活環境の整備につきましては、国庫補助事業の前野岡前横断線及び平和東線の

道路改良を継続して推進してまいります。 

 また、各集落の要望箇所につきましては、バランスよく対応してまいります。 

 地方改善施設整備事業につきましては、寺原線、兼久千間線が完了しました。本

年度は仲間５号線ほか集落内排水路の整備を進めてまいります。 

 舗装修繕事業につきましては、瀬滝三京線、松原天城線、浅間中央線、奥川線を

中心に進めてまいります。また、町単独事業として町道米配田線の舗装を行います。 

 県道につきましては、維持補修事業及び路傍樹育成保全事業を継続して実施して

まいります。 

 町営住宅整備につきましては、その住宅不足解消に努めてまいります。 

 公営住宅建設事業として、前野団地に１棟６戸を建設します。また、大和川団地

の用地取得も進めてまいります。また、更に町単独事業で三京集落に木造２棟２戸

の建設を進めてまいります。 
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 公園整備事業につきましては、総合運動公園・岡前西郷公園の遊具施設等の更新

に区切りがついたところでございます。遊具等公園内施設につきましては、老朽化

を見越した安全確保のため定期的な更新が必要でございますので、また新たな計画

を立ててまいります。本年度は高千穂公園の遊具等の整備を行ってまいります。 

 防災につきましては、新たな情報配信手段として天城町防災アプリの運用を開始

いたします。各自のスマートフォンに天城町防災アプリをインストールすることで、

いつでもどこにいても情報の確認が可能となります。併せて、平常時の行政放送等

の告知にも活用してまいります。 

 いつ発生するか分からない大規模自然災害に備え、町土の強靱化対策は喫緊の課

題であります。去る１月６日に発表された津波警報は、新型コロナウイルス感染が

収束しない中、深夜という時間帯で避難体制の課題も洗い出されました。町民の生

命を守るため、日頃からの備えを訓練等でシミュレーションすると共に、自主防災

組織の強化と防災意識の向上を図り、災害に強いまちづくりを推進いたします。 

 昨年３月に策定いたしました天城町国土強靱化地域計画に基づき、年次的に指定

避難所の暴風対策等の避難所機能強化を実施してまいります。本年度は前野福祉館、

西阿木名地区振興センターの２ヶ所について実施いたします。 

 また、Ｂ＆Ｇ財団からの防災拠点の設置及び災害時相互支援体制構築事業を活用

して、重機や水上バイク、災害用ドローン等の講習研修を行い、災害時に運用でき

る体制構築を図ってまいります。 

 地域防災の要である消防団員の確保と養成が課題であります。引き続きＡＹＴや

町ホームページを活用し、人材確保に努めてまいります。 

 また、徳之島地区消防組合天城分遣所の高規格救急車につきまして、町民の生命

及び救急隊員の心的負担軽減のため、その車両更新を行います。 

 交通安全・防犯対策等につきましては、徳之島警察署及び徳之島地区防犯連絡協

議会や集落区長との連携により危険箇所等を把握すると共に、その情報を共有し、

早期対応に心がけ、安心・安全なまちづくりを目指します。そのため、防犯カメラ

の設置を年次的に実施してまいります。 

 また、集落からの要望が多い防犯灯につきましては、引き続き防犯灯設置ＬＥＤ

化補助金交付事業を拡大し、必要箇所への設置及びＬＥＤ化を促進いたします。 

 その他、町内交通支部及び交通安全母の会と共に、交通ルールや交通マナーの意

識向上並びに飲酒運転根絶運動を積極的に実施してまいります。 

 長引くコロナ禍で集落行事の中止による寄附金の減少など、集落運営が逼迫して

いる状況に鑑み、臨時交付金を活用して令和３年度に引き続き集落支援事業を実施

いたします。 
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 水道事業につきましては、町民が安心できる水の安定供給を目指し、水道施設の

適正な維持管理を行ってまいります。また、集中豪雨、台風、地震などの大規模自

然災害に備える強靱かつたくましい水道施設を目指し、導水管、配水管の強化、上

水道施設の更新に努めてまいります。本年度は松原地区の生活基盤近代化事業採択

のため、天城町上水道事業変更認可申請を行い、令和５年度の事業開始に向けて進

めてまいります。 

 生活環境・公衆衛生につきましては、生活排水対策として合併処理浄化槽設置整

備事業を推進しております。本町においては、合併処理浄化槽設置率が５１％と県

内においては下位にあることから、より一層の設置に努めてまいります。 

 廃棄物対策としましては、ごみの分別を徹底して行うと共に、生ごみ処理機購入

費助成事業を行い、ごみの減量化、資源化を推進してまいります。 

 徳之島愛ランドクリーンセンター新設につきましては、天城町での新設が決定し

ております。新設準備のため建設地の確保等を目的とした基本構想の策定を行って

まいります。 

 また、不法投棄防止パトロールや海岸漂着物の回収を行い、景観及び自然環境の

保全に努めてまいります。 

 （２）行財政改革の推進 

 第３次天城町行政改革推進大綱及び天城町人材育成基本方針に基づき、複雑多様

化する行政課題や町民ニーズに的確に対応できるよう新たにデジタル推進係及び

カーボンニュートラル係、世界自然遺産保全係を新設いたします。 

 また、職員の意識改革やコンプライアンスの徹底はもとより、職員の資質向上や

組織力の強化、町民との協働意識の醸成を図ってまいります。 

 税務行政につきましては、多くの町民の皆様には納税に対するご理解、ご協力を

いただいております。納税者の利便性確保の方策としては、口座振替の推進ととも

に毎月１回休日納付窓口の開設のほか２４時間対応のコンビニ収納やスマホ決済シ

ステムＰａｙＢやＰａｙＰａｙ等を実施しております。納税意識の向上を図るため、

小中学生を対象とした税に関する作品募集や町税に関する広報等に積極的に取り組

んでまいります。 

 一方、納税に対する理解が得られない一部の納税者に対しては、法に基づき預貯

金調査や生命保険等の財産調査及び勤務先への給与調査等を行います。更に財産差

押えなどの滞納処分を強力に実施し、併せて差押物品の公売会を開催してまいりま

す。 

 以上、町政運営の基本方針と施策の概要を申し上げました。今後も町民と共に働

き、健全な町政運営に取り組んでまいりますので、ご理解、ご協力をお願い申し上
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げます。 

 次に、令和４年度予算案の概要を申し上げます。 

 令和４年度の予算案につきましては、昨年度策定いたしました第６次天城町総合

振興計画（ＡＭＡＧＩ─ＶＩＳＩＯＮ）に基づくと共に、限られた財源を有効に活

用し、職員一人ひとりの柔軟な発想と英知を結集し、高度化する社会、多様化する

町民ニーズに的確に対応するという基本的な考え方の元に編成を行ったところでご

ざいます。 

 それぞれの会計の予算額につきましては、一般会計は対前年度比１．８％増の

６４億６千２３０万４千円、国民健康保険事業特別会計は対前年度比１．６％減の

９億５千６５１万７千円、介護保険事業特別会計は対前年度比３．１％減の８億

４千９７９万３千円、後期高齢者医療事業特別会計は対前年度比１．３％増の７千

８８８万２千円、徳之島ダム小水力発電特別会計は対前年度比３．４％増の４千

６８０万３千円、水道事業会計は前年度比０．８％減の２億５千４９５万１千円と

なっております。 

 一般会計と特別会計、公営企業会計を合わせた予算の総額は８６億４千９２５万

円、対前年度比０．８％増の７千７４万６千円の増額となっております。 

 それでは、一般会計当初予算案の概要についてご説明申し上げます。 

 歳入。町税につきましては、個人町民税、法人町民税ともにほぼ同額、固定資産

税は減額で、対前年度比２．４％減の３億８千３２１万４千円を見込んでおります。 

 地方譲与税につきましては、対前年度比２．１％増の７千７６万円となっており

ます。 

 利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地

方消費税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全特別対策交付金に

つきましては、これまでの実績等を踏まえ、それぞれ計上しております。 

 地方交付税につきましては、国の総額は対前年度比３．５％の増額となっており

ます。本町でも基準財政需要額と基準財政収入額、令和２年度国勢調査の結果や昨

年実績などを考慮し、対前年度比１億７千２５９万円増額の３０億９千６８９万

３千円を見込んでおります。 

 分担金及び負担金につきましては、公立保育所等負担金の減などはありますが、

天城町商工会応援商品券事業個人負担金５千万円を見込んでいるため、大幅な増額

となっております。 

 使用料及び手数料につきましては、住宅使用料の増により１．５％増を見込んで

おります。 

 国庫支出金につきましては、障害者自立支援給付費負担金や子どものための教
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育・保育給付費負担金、地方創生臨時交付金、農業競争力強化農地整備事業補助金

などを計上しており、対前年度比８．５％増の７億４千９３７万５千円となってお

ります。 

 県支出金につきましては、農地利用最適化交付金や農林水産物等輸送コスト支援

事業補助金、あまぎ自然と伝統文化体験整備事業補助など計上しており、対前年度

比２６．７％増の５億５千４２６万２千円となっております。 

 財産収入につきましては２．８％減の２千２１９万４千円、寄附金につきまして

は、天城町ゆたかなふるさと寄附金と一般寄附を合わせ１億５千万１千円を計上し

ております。 

 繰入金につきましては、保育所の遊具購入や花いっぱいフラワーロード事業、海

外留学助成事業等の財源として天城町ゆたかなふるさと基金より４千６５９万５千

円を繰入し、集落提案型まちづくり活動支援交付金の財源として地域づくり推進基

金より２１０万円を活用することとしております。 

 また、木造住宅建設事業費の財源として起債事業を活用しつつ、天城町公共施設

整備基金より９４８万円、更に財政需要に対処するため、財政調整基金より２億

３千８３６万９千円などの繰入を行います。 

 繰越金につきましては２千万円、諸収入につきましてはＢ＆Ｇ財団助成金等を計

上し、対前年度比２９．３％の４千２４４万７千円を計上しております。 

 町債につきましては、ハード事業に５億４千１９０万円、産業振興・交通通信体

系整備、福祉向上・教育費などのソフト事業に９千１５０万円、臨時財政対策債に

４千４２６万７千円を計上し、対前年度比ほぼ同額の６億７千７６６万７千円の起

債を予定しております。 

 歳出。議会費につきましては、対前年度比１．３％減の９千１８３万１千円を計

上しております。 

 総務費につきましては、対前年度比７．２％増の１０億９千３５５万６千円の計

上となっております。新型コロナウイルスの影響で各種行事等が開催できなくなっ

た集落を応援するための集落支援事業助成金や徳之島希少野生動植物保護事業費、

移住・定住促進事業費、参議院議員選挙費、昨年度から実施しております樟南第二

高等学校と連携した次世代育成連携事業も継続して計上しております。 

 民生費につきましては、社会福祉費は増額、児童福祉費はやや減額ですが、全体

では対前年度比４．０％増の１１億６千３２７万４千円となっております。本年度

新たに高齢者ハンドル形電動車いす購入費助成を計上し、新入学生未来づくり応援

金、在宅育児支援金については継続して計上すると共に、出産祝金につきましては、

その内容を拡充し増額計上しております。 
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 衛生費につきましては、コロナワクチン接種事業費や各種健診等に関する事業費、

また徳之島愛ランドクリーンセンター新施設建設に向けた基本構想策定に要する経

費などを計上しておりますが、前年度比５．５％減の５億８千４１３万８千円とな

っております。 

 農林水産業費につきましては、農業経営支援事業費や農業基盤整備促進事業費、

新規事業として畜産振興と環境配慮に資するため、堆肥舎等施設整備事業費を計上

しております。 

 令和３年度で国営徳之島用水事業負担金の償還が終了したため、対前年度比２３．

８％減の８億３千８８０万７千円となっております。 

 また、既存の各種補助事業や鳥獣等被害対策についても積極的に取り組んでまい

ります。 

 商工費につきましては、天城町商工業応援商品券事業やあまぎ自然と伝統文化体

験館整備事業費などを計上しており、対前年度比３７．２％増の２億８千５０２万

１千円となっております。 

 土木費につきましては、町道米配田線改修事業費や平土野活性化事業費を新たに

計上するとともに、木造住宅建設事業において、三京集落に２棟２戸の住宅建設を

計画し、移住・定住の促進を更に強化してまいります。 

 土木費の予算額については、対前年度比９．７％増の７億９千９７７万円の計上

となっております。 

 消防費につきましては、高規格救急車の導入を計画しております。対前年度比５．

０％増の２億１千６０７万円となっております。 

 教育費につきましては、共に支える学校給食無償化事業として、町内児童生徒の

学校給食費完全無償化を実施いたします。 

 また、生徒、教師の心のケアを目的とした心の健康支援事業や学校ＩＣＴ環境整

備運営事業も継続して実施し教育環境の向上に努めると共に、外国青年招致事業や

われんきゃグローバルプロジェクト事業において、引き続き外国語教育の強化を図

ってまいります。 

 戸森の線刻画見学環境整備事業費や地域の特色ある埋蔵文化財活用事業費の計上

もあり、教育費全体では対前年度比２０．９％増の５億８千７３６万２千円の計上

となっております。 

 災害復旧費につきましては１千６４７万４千円、公債費につきましては７億８千

３００万１千円、予備費として３００万円を計上しております。 

 ただいま一般会計の予算案の概要について申し上げましたが、町政運営の基本方

針に基づくと共に、「住んでよかった！くらし満足度Ｎｏ．１のまち」を目指し、
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予算を編成したところでございます。重ねてでございますが、議員各位並びに町民

の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 以上で、私の施政方針及び令和４年度の予算案の概要の説明を終わらせていただ

きます。ありがとうございます。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 以上で、令和４年度施政方針の説明を終わります。 

 しばらく休憩いたします。再開は１１時３５分といたします。 

休憩 午前１１時２２分 

─────────── 

再開 午前１１時３５分 

○議長（柏井 洋一議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

△ 日程第５ 一般質問 

 

○議長（柏井 洋一議員）   

 一般質問を行います。 

 町長の答弁は時間の都合、自席からの答弁でよろしいでしょうかね。（「はい」

と呼ぶ者多し）じゃ、そうします。 

 議席番号１１番、武田正光君の一般質問を許します。 

○１１番（武田 正光議員）   

 議席ナンバー１１番、武田でございます。これから一般質問に入りますけれども、

その前に一言、さとうきび、そしてばれいしょ、収穫時期で大変忙しゅうございま

すけれども、先ほど町長の施政方針の冒頭でも申し上げましたように、この新型コ

ロナがなかなか落ち着かない、そういう状況下にまだありますので、コロナにも十

分配慮しながら一つ収穫作業に頑張っていただきたいと思います。 

 それと、地域によってもこのコロナの場合、多少の感染の度合いが違うようでご

ざいますけれども、コロナはさておき、最近また世界を震撼させるような出来事が

ありますね。ロシアのプーチン大統領がウクライナを侵攻する。公共施設はもちろ

んでございますけれども一般の集合住宅やら、今朝のテレビでは原子力発電所を何

ヶ所かロシアの軍隊が掌握したというニュースも流れております。 

 この前のテレビで、ある人が言っていましたけれども、２２年も大統領というの

はおかしいと、あれはただの独裁者だという言い方をしていましたけれども、本当

に何を考えていらっしゃるんだろうという気がいたします。大変な世情になりまし
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たけれども、粛々と我々は町行政を進めていくということにほかならないと思いま

す。 

 それでは、一般質問をいたします。 

 まず、第１点目に、本町のまちづくり構想についてであります。 

 人口減や少子高齢化の進行は避けることはできないにしても抑制はできるのでは

ないか。今現在、６千人近い本町の人口を維持するにはどうすればいいかというこ

とで質問をしてまいります。 

 超少子高齢化、人口減少によって生ずるであろう労働力、財政または地域コミュ

ニティなどの空洞化を避けるために、方策についてどのようなお考えなのかお伺い

いたします。 

 ２点目に、事業年度と事業実施の在り方についてでございます。 

 予算執行に関する原則の中には、ご承知のとおり費目間流用禁止、超過支出禁止、

会計年度独立の原則の３つがございますけれども、３点目の会計年度独立の原則に

ついて限定してお尋ねをしてまいります。申し上げたいのは、安易な事業の繰越が

ないだろうかということでございます。 

 次に、３点目に、これは教育長にお尋ねします。 

 学校は将来社会に出る子供が集団の中で周囲の他の者を尊重し、考えや意見が異

なる者とも協力しながら学ぶ環境を整えることが大切だと言われております。その

一助になればということで、これは徳之島高校生が主体になりますけれども、バス

通学生への通学費助成、さらには各種検定料の補助がございますけれども、これら

の利用状況がどのようなものか。 

 以上、３点についてお伺いを申し上げます。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 森田町長。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、武田議員のご質問にお答えいたします。 

 １点目、本町のまちづくり構想について。 

 その１、超少子高齢化、人口減少による労働力、財政または地域コミュニティな

どの空洞化を避けるための方策はどのように考えているかということでございます。 

 お答えいたします。 

 令和２年度の国勢調査によりますと、本町の人口は５千５１７名、５年前の前回

調査より４５８名、率にいたしまして７．７％の減少という国勢調査の結果が出て

おります。また、１５歳以下の割合が１３．９％、６５歳以上が３７．１％と少子、
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そして高齢化が進行しているところであります。 

 人口が減少いたしますと、各業種の労働力不足や集落運営、また活動の低下、ま

たひいては学校の存続など地域の活力の低下を招くとともに、一方では人口が減る

ということについては、財政面では地方交付税や税収への影響が懸念されておりま

す。 

 この人口減少問題は、長年の重要課題であるということで本議会でも議論されて

きたところでございますが。やはりその中で子育てしやすい環境をいかにしてつく

っていくかということが一つあるわけですけども、出産祝金や子育て支援の充実、

また移住定住の取り組み、またひいては結婚生活支援など展開してまいり、一定の

効果は出てきているというふうには感じてはおりますが、まだまだ歯止めがかかる

というところまでは至っておりません。 

 令和４年度におきましては、今議会で提案しておりますが、天城町出産祝金の支

給条例の改正、これまでの第１子５万円を１０万円、そして順次増額するという、

そのご提案も考えているところでございます。また、保護者の経済負担の軽減、そ

ういった観点からも給食費の無償化についても考えております。 

 これからも人口の減少問題につきましては、様々な積極的にその対策を講じなが

ら議会と一緒になって取り組んでまいることができればというふうに考えておりま

す。 

 ２点目、事業年度と事業実施の在り方、進め方ということでありますが、当該年

度内の事業の進め方にもっと緊張感で望むことが必要ではないかということでござ

います。 

 お答えいたします。 

 役場の中では建設課をはじめとしまして、各課において、土木事業、建築事業、

様々な事業を展開してきておりますが、国の補助事業等につきましては、国との関

係のため、交付申請、交付決定、設計委託と、そういう手順があるということの中

で事業が遅れる傾向にはありますが、これからもできるだけご指摘のように、その

ような事態に至らないよう年度内に完成に向けて、早期発注、そういった前準備を

しっかりと捉えていければというふうに考えております。 

 ３点目の学校教育については、教育長のほうからお答えさせていただきます。 

 以上、武田議員のご質問にお答えいたしました。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 次に、教育関係の質問に対し答弁を求めます。 

○教育長（院田 裕一君）   

 それでは、武田議員のご質問にお答えいたします。 
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 ３番目の学校教育について、その１点目でございます。バス通学生への通学費助

成の利用状況はどうかということでございます。 

 お答えいたします。 

 令和２年度に高等学校バス通学支援補助金交付要綱を策定し、補助事業を開始し

ております。 

 利用状況といたしましては、令和２年度が補助金申請者２名、補助金額が１３万

９００円でした。本年度は、補助金申請が現在はいないところでございます。 

 続きまして、２番の学生の検定料補助後の利用状況はどうだということでござい

ます。 

 お答えいたします。 

 令和２年度に天城町学力向上検定補助金交付要綱を策定し、補助事業を開始して

おります。 

 令和２年度は、英語検定を２回、数学検定を１回、漢字検定を１回実施し、受検

者は１３７名でございました。本年度は、英語検定を２回、数学検定を２回、漢字

検定を２回実施し、受検者は１３９名でございます。 

 今後も、基礎学力の定着及び学習意欲の向上につなげるために、本事業を継続し

て実施してまいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○１１番（武田 正光議員）   

 一通り答弁を頂きました。 

 まず、質問の１点目のことでございますけれども、今現在、町長が先ほど答弁に

ありましたようにいろいろと施策を講じられているのは承知しております。 

 ただ、よく言われるように、例えば保育料、学校の給食、そして医療費の助成と

かいろいろと無償化をされておりますけれども、その自治体、自治体がやってくる

と、いずれは我慢比べで終わるんじゃないかということですね。せめてこれが我慢

比べで終わらない、そしてそのことが子供の養育にしやすい場所だ、区域だという

こと等で、人口の維持、さらにはこの増に向けていけるような、そういう関連づけ

た予算の組み方、こういうのが必要だろうと思います。 

 そして私が申し上げたいのは、目先の人口の獲得も大事ですけれども、もっと必

要なのは例えば老朽化した市町村市街地、また集落を次の世代へ向けた抜本的な解

決を地域の住民とともに議論し、とりあえずは人口の維持を図るためにどうすれば

いいかということに集中すべきではないかと。急に人口増をどうこういっても、な

かなかそういう時代ではないというふうに思います。 

 したがって、私は先ほど申し上げましたように、いろんな無償化やら費用対効果
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を大にするんであれば、まずは人口の維持。人口が維持すれば自然と住みよい地域

だということになって、徐々には人口増にもつながっていくんではないかという気

がいたします。 

 これらについて本町が、自治体としての周囲から見て行ってみたい、住んでみた

いとか、そういうようなまちづくりをするためにどういうことをすればということ

なんですね。ＡＭＡＧＩ─ＶＩＳＩＯＮにもいろいろ目標が６つばかり掲げられて、

いろいろ中身ありますけれども、そういうのと並行して本町のまちづくりをどう進

めていくのかと。 

 例えば、先ほどちょっと申し上げましたように老朽化した橋とか公共施設または

学校。学校というのは特に我々の地域においては、校区、校区の一つのコミュニ

ケーションの場にもなるわけですので、こういうものについていかに大事か、この

公共施設が大事かということを地域住民とともに語り合ってまちづくりに持ってい

けたらという思いがあるもんですから、改めて天城町としてのまちづくり、住みよ

いまちづくり、子供を育てるにも育てやすい町、そういうものについて町長のお考

えをお伺いできればと。 

○町長（森田 弘光君）   

 先ほど１年間の施政方針ということを申し述べさせていただきました。その中に

は中長期的な展望を必要とする、そういった内容も含まれていたかなというふうに

思っております。そして昨年策定いたしましたＡＭＡＧＩ─ＶＩＳＩＯＮ、その目

標に向かって進んでいくということが、取りも直さず我が天城町で子供からご高齢

の方々までが笑顔で、そして活力あふれる、そういった活動をしていけるものだと

いうふうに考えて、ＡＭＡＧＩ─ＶＩＳＩＯＮの目標達成に向けて頑張っていかな

いといけないと思っております。 

 その中でやっぱり一つには、仕事といいますか経済をどうやってしっかりと回し、

そしてそこの仕事の場をつくっていくかということ。そして、そこで所得を上げて

いくかということが一つ大事かなと思っております。 

 もう一点は、やはり島で生活したいという若い人たちがなかなか住まいがないと

いう悩ましい状況が現実にございます。それを解消するために町営住宅をつくると

いうことを、それから今企画財政課が進めております空き家を利活用して改修して

若い人たち、そしてまた都会からの人たちを呼び込むということなども必要かなと

思っております。 

 そして、そこの中で武田議員からお話がありました地域の方々といかにして議論

をしていくか、また地域の人たちの議論を活発にさせていくかということでありま

すけども、私は、ここ１年でうれしいのが２点ほどございました。それもいわゆる
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僻地と言われている学校の集落なんですけど、与名間集落で集落の方々が自分たち

の手で空き家になっている住宅を改修して、そしてそこに山海留学の方々を呼び込

んで今動いております。 

 また、西阿木名ではまた地域の方々が町営住宅、老朽化してもう解体しないとい

けないんじゃないかなという考え方あったんですけど、地域の方々が話し合って、

それを改修して今しっかりと住めるような状況まで回復させていただきました。 

 そういった活動を我々行政も一緒に頑張りますけども、また町民も一緒になって

頑張るという、我々町民とともに働くといいますか、そういった状況をつくってい

きながら、そういう若い人たちをしっかりと呼び込んで人口減少を。なかなかそれ

を一挙に右肩回復ということは難しいと思っておりますけども、減少を緩やかにし

ていく、そして止めていく、そしてまた願わくば上向きにしていくというような施

策をみんなで頑張ってつくっていければなというふうに念じて、ＡＭＡＧＩ─ＶＩ

ＳＩＯＮを策定させていただいたところでございます。 

○１１番（武田 正光議員）   

 今、町長からいろいろお話あります。その中で私は、これ提言と思ってお聞きい

ただければなと思いますが、いろいろ構想する場合に我々現場だけではなくて、一

つのこれは仮称ですけども、まちづくり策定委員みたいなのを設置して、そしてい

ろんな方々の意見を取り入れる。メンバーとしては町内のいろいろな団体、組織の

識者、１０数名程度でしょうね。まずは地元のそういう各団体組織からの人選、そ

してさらには町内の住民から意見やアイデアを吸収する、募集する、そういう手段

を取る。 

 さらには私が申し上げたいのは本町出身の本土在住者、関東・関西天城会ありま

すね。こういう人たちがふるさとに対する思いを吸収する必要がある。自分たちの

ふるさとをどうあってもらいたいという希望、いろんなアイデアがあると思うんで

すね。したがって、関東・関西天城会との連携をさらに密にしてアイデアなどを吸

収する、そういう手段を設ける。 

 そして、さらには地域おこし協力隊が今現在いらっしゃるわけですね。こういう

方たちとの話合いを持つ、協力を得る。したがって、そういうメンバーを構成員と

して、これが１年、半年でできるような問題ではないと思いますけども、一つ長期

的な視点でこういう組織を立ち上げて、真剣に住民とまたそういう外部の方たちの

意見、アイデアを取り入れながら理想とする天城町のまちづくり、こういう夢を一

つ見つけていただければなという感じがいたします。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 武田議員、昼からにしましょうか。昼から。 
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○１１番（武田 正光議員）   

 せっかくですから、町長の手も挙がっていますので、町長の答弁があってからに

したい。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 武田議員から貴重なご提言ありがとうございます。そういう中で、私たちよくこ

ういう立場にいますと、いろんな挨拶とかで、次の世代に天城町をバトンタッチす

るために町をしっかりするんだということをお話したりする。そして、じゃバトン

タッチされる側はどういう考え方をもっているんだろうというのがなかなか分から

ないところがあったりして、実は企画財政課に相談して樟南第二高等学校の北中を

卒業した生徒の皆さん方とフレッシュトークというのをさせていただきました。そ

こで彼ら、彼女たちがいろんなことを考えていることを素直にお聞きし、天城町に

対するいろんな自分たちの思いというのが持っているということがしっかり、従前

ではなかったんですけどお話することができました。 

 また、今日の行政報告の中にもありましたけど、天城町の未来を語る会というこ

とで、次は少し今社会人として頑張っている人たちがどのようなお考えを持ってい

るかということで意見交換会をさせていただきました。大変手厳しいご意見を賜っ

たというふうに思って、またこれも一つありがたく思っております。 

 こういったことをこれまで単発的にはやってきたわけでありますけども、そうい

う武田議員のおっしゃるような何らかのいわゆる委員会みたいな、委員会といいま

すか、そういうみんなで語る会みたいなのができたらということが一つありますが、

そこについてはまた新年度の中でまた考えさせていただきたいと思っております。 

 また、む～るし語ろう会ということをやってきたわけでありますけど、どうして

もこの状況の中で行政が引っ張ってみんなを集めてやるということがなかなかでき

なかったということに対しては、私はじくじたるものがありまして、何とかコロナ

とかいろんなそういう環境が整っていけば、やはり皆さん方の意見を聞くとかそう

いった中から新しいまちづくりの考え方、そして町に対する、参加しているんだと

いう、そういった意識が芽生えてくるんではないかなと思っておりますので、今の

武田議員のお話のような形で町民みんなで町をつくっていくんだという考え方の中

では、私もしっかりと取り組んでいければなというふうに考えております。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 しばらく休憩いたします。午後１時より再開いたします。 

休憩 午後 ０時０４分 

─────────── 
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再開 午後 １時００分 

○議長（柏井 洋一議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本日午後の定例会において、欠席届が前田芳作議員より提出されております。こ

れを受理いたしましたので、ご報告いたします。 

 あと町長と福企画財政課長から訂正があるみたいですので、まず町長のほうから。 

○町長（森田 弘光君）   

 午前中の武田議員のご質問に対して、私が誤解を招くような発言をいたしました。

フレッシュトーク、樟南第二高等学校の生徒さんたちとフレッシュトークをしまし

たが、樟南第二高等学校の北中学校卒業生という発言をいたしました。これは天城

町内の中学校の卒業の樟南第二高等学校の生徒さんということでございますので、

失礼いたしました。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 午前中、町長が述べた令和４年度施政方針の中に脱字がございました。誠に申し

分ございません。この場を借りて修正させていただきます。 

 施政方針の１１ページでございます。 

 中ほどに「生涯学習につきましては」という段落がございますが、そこの上から

４行目ですね。放送大学に係る部分で左から「学習意欲の向上及び経済的負担を図

ります」となっておりますが、「経済的負担軽減を図ります」ということで、「軽

減」という２字を追加していただきたいと思います。どうも申し分ございませんで

した。 

○１１番（武田 正光議員）   

 午前中の町長からの答弁の中でもございましたけれども、本町の人口減少ですね、

答弁の中にありましたように、１５歳以下の割合が１３．９、６５歳以上が３７．

１というような減少率でございまして、増える自然増の３倍近い自然減があるわけ

ですね。そういうことで、子供さん方に対してはいろいろと施策が講じられており

ます。答弁にもありましたように保育料の無償化、そして給食費、医療費ですね。

こういうことで子育てしやすい地域ということで努力をされております。 

 そこで町長、私お願いですけどね。お子さんたちにはこういういろいろな施策を

講じておられますけれども、こんな激しく減少する６５歳以上の方たち、つまり高

齢者ですね。高齢者の方たちに対しても暮らしやすい、生活しやすい、ここまで生

きてきてよかったと思えるような高齢者への思いやり、これ忘れないでこれからも

頑張っていただきたいとお願いをしておきます。 

 次に、２点目の事業年度と事業実施の在り方、進め方についてでございますけれ
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ども、これは私はどっかの課をターゲットにして質問するわけじゃございませんの

で、答弁も町長もそのつもりで答弁なさっただろうと思います。 

 先ほどの午前中の答弁の中では、土木関係の事業について少し触れられましたけ

れども、言われますように国やら県の補助金、こういうものを対象とした事業とい

うのは当然補正があったり、その当該年度で消化しきれない部分が結構出てきます

ので、こういうものについて私はいろいろ申しません。事故繰越しとか正当な理由

があるものについては、これはいちゃもんつけるわけにまいりませんし、ただ、私

が申し上げたいのは、地方自治法の２０８条やら２２０条の３項にありますように

会計年度独立の原則という規定がありますね。つまり経費の支出は承認された期間

内に行われるべきであって、会計年度をまたいではならないという原則、これは私

さっき申し上げたのとは全然違いますけれども、こういう原則もあるということ。 

 ただ、これを原則だからということで、各課長がただスルーされると困るという

ことなんですよ。これについてはいろいろ申しませんので、各課長、局長の方、今

までどおりでいいのかどうか、自問自答して反省すべき方は反省をしていただきた

いというふうに考えます。 

 これちょっと申し上げますと、課長の皆さん方もしかすると、予算は議決しなけ

ればならないけども、決算については認定なんですよね。ですから、議会の決算認

定についてちょっと安易に見ていられるんじゃないかなという気がします。そうじ

ゃなくて、先ほど申し上げましたように、決算というのは予算されたものが年度内

で消化されたかどうか、正当な理由があって繰越されているのかどうかということ

を見るわけですけれども、会計上、さほど決算というのは予算ほど重視されていな

いという、そういう感じがあるのかなという思いがしますので、繰り返しになりま

すけれども、各管理職の方々は今までのやり方でいいのかどうか、これでよかった

のか反省をして今後取り組んでいただきたいと思います。 

 それでは、次に、３点目に学校教育についてでありますけれども、先ほど教育長

の答弁頂きましたけれども、特にこの１点目のバス通学への通学費の補助、これに

ついてはあまり意味がないですね、今現状で利用されている方がいない。令和２年

度は何名かいましたね、ちょっと待ってください。令和２年度は２名ですか、

１３万９００円という利用がされておりますけれども。 

 この通学費の補助というのはバス路線の維持ということもあってでしょうけれど

も、なぜ利用率が少ない、ないかと言うと、入学するといろんな部活動が始まりま

すね。そうすると、公共バスに乗っていたんじゃ間に合わないということで、父兄

の皆さん方が送迎したり、またはしばらくすると単車の免許を取って単車通学とい

うようなことで利用者が少ないのではないかと思います。したがって、バス路線維
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持ということを想定したり、そういう目的もあるということだとすると、もうこれ

は意味をなさないということでございますので、通学生のご父兄の負担を少し軽減

するという意味合いで、補助の内容を再検討する必要があるんじゃないかと思いま

すけれども、教育長どうですか。 

○教育長（院田 裕一君）   

 今の利用者が少ないということ、今確かに議員がおっしゃったように本当に保護

者の方が車で送り迎えしたりとか、あと単車で通学するというような子供たちがい

ます。これをなぜ利用率が悪いのかということと、やはり私も徳之島高校出身です

けども、私たちが徳高に行っていたときと人数が大きくまた違ってきますし、私こ

の間、徳之島高校の卒業式に町代表で行かせていただきましたけども、８３名中、

本町出身は７名というか１０％の７名の子供たちしかいませんでした。そういうの

を含めて、マックス使ったとしても今の高校３年生は７名というか。 

 とにかく徳之島高校に子供たちが行くというか、やはり魅力ある徳之島高校の併

せて、そしてなぜそういうふうにバス通学がなかなか難しいのかというところを、

また高校ともしっかりまた協議しながら、今後ともしっかりとまた、ひとりでも多

くの補助を活用するように進めていければなと思っております。 

 以上でございます。 

○１１番（武田 正光議員）   

 分かりました。 

 それでは、次の２点目の各検定料の補助でございますけれども、それを話す前に、

この前私、テレビ好きですからテレビよう見るんですよ。テレビを二、三日前見て

いたら、最近の日本の教育レベルということで話がありましてね、その中で数学力

が１００ヶ国ぐらいが対象だったと思うんですが、数学力は日本は今１００国の中

で７位と、そして科学力がちょっと聞き逃したんですが。それと読解力が２０位、

そして英語力というのが１００ヶ国中７０位というレベルが低いんですね。 

 こういうのも含めて私は、本町のＡＭＡＧＩ─ＶＩＳＩＯＮでも言われておりま

すし、また教育委員会の教育基本目標としても掲げてありますように、天城町の進

むべき羅針盤となる第６次天城振興計画の基本の中の一つでもあり、本町の教育委

員会の基本目標でもある「世界雄飛と島担う人づくり」ですね。 

 先ほど私が申し上げました日本の教育レベルが引き下がってきた、その中でも私

ども地域の教育レベルがどうかと言うと、まだまだというか、もっともっと低いは

ずですね。したがって、子供たちに対するいろんな漢字検定やら数学検定、英検と

かありますけれども、学校内部で先生方から教わるもの、またこうして外部的な、

全国的なこういう検定試験、こういうものに挑戦しようという子供たちを育成する
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のも学校の先生方によると思うんですよ。 

 ですから、受験をして、合格率がどうこう言う前に、まずはチャレンジしてみよ

うというそういう生徒たちを増やしていただいて、そして世界に通用するような子

供たちを我が町内から出すというような大それた目標を持って、先生方にも頑張っ

ていただいて、生徒たち、子供さんたちに世界に通用するような。奄美大島出身な

んて言いたくないわ、私どもの子供のときは奄美大島出身なんて、東京、大阪行っ

てあまり言いたくなかったんですけども、そういうことのないような子供たちを育

てるために、今そういう状況は少し薄れてきているとは思いますけれども、自信を

持ってとにかく我が地域から日本本土に出ていけるような、そういう子供たちを養

成するためにこの検定料補助、そういう目的があるんだろうということを一つ子供

たち、本人もそうですが、まずご父兄の皆さん方が理解がないと、なかなかテレビ

見たり、ゲーム見たりする時間はあるんだけども、なかなか宿題以外はしないとい

うのがあるんじゃないのかなというのがあるんじゃないかなと思いますんで、そこ

らあたり一つ教育関係に携わる教育長をはじめとして、学校の現場の先生方にも一

つ十分そういう思いで我々町としては補助もするんだよということを一つ活用して

いただくように、そういう制度を一つよろしくお願いしたいと思います。これは教

育長もちろんですが、豊島課長、よろしくね。 

 それから、もう私のあれは終わりに近づいていますけれども、昨年の９月議会に

おいて私、奄美国際大学設置案についてちょっと触れましたね、町長。これはぜひ

今後も関心を持っていただきたいと思います。 

 ご承知でしょうけども、１月１７日の南日本新聞なんですが、赤土ばれいしょで

有名な長島ございますよね、長島町、出水郡の。あそこに長島に日本語学校という

ことで、長島町の閉校した学校を利用して外国人留学生向けの日本語学校をつくる

ということに、来年度開校する予定で今話が進んでいるようです。これは外国から

来られる介護士を目指す学生などを受け入れて日本語を教えるということのようで

すけれども。 

 やはりどっかの企業を持ってくるというのは、なかなかできないと思うんですよ

ね。ですから、やはりこういう教育施設とかこういうもので人口を増やすといいま

すかな、交流人口を増やす。こういう努力も一つ今後とも忘れないで、奄美大島に

国際大学なんていう、そういうことを言われる大学教授もいらっしゃいましたんで、

注意をして今後も見ていっていただきたいと思います。 

 それでは、最後に、私申し上げます。ご案内のとおり本町も今年は選挙の年であ

ります。お互いの任期も１２月末までということになっておりますけれども、そこ

で町長にお尋ねをいたします。 
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 任期まで約９ヶ月弱となりましたけれども、１期目いろいろとマニフェスト掲げ

てこの１期、残り９ヶ月弱でございますけれども、大勢の選挙民の賛同を頂いて今

日まで来られたわけですけれども、町長がこの１期目に掲げてこられた公約を集約

しますと、私はまさに町長がよく言われるこれじゃないかなと思うんです、「住ん

でよかった。くらし満足度Ｎｏ．１のまち」。マニフェストを集約すると、最終的

な到達点というのはこういうまちづくりにあるんだろうというふうに考えます。 

 したがって、１期４年でこういう大目的が達成できると考える人は誰もいないと

思いますけれども、ましてやこの１期でこの目的である「住んでよかった。くらし

満足度Ｎｏ．１」ということに向けては、まだまだだと思っております。 

 したがって、町長が掲げられたマニフェスト、これを達成するために、住民を置

き去りにはしないとは思いますけれども、この目標を達成するためには継続してい

ただけるものだと思います。その辺についての町長の覚悟のほどをお尋ねいたしま

す。 

○町長（森田 弘光君）   

 午前中から武田議員から本町のまちづくり構想についてということで質問がござ

いました。そして議論がなされました。そういう中で大変大きななかなかたくさん

の課題があるということを議員もご指摘あり、また私自身もそのような形で答弁を

してきたわけでありますけども、そういう中でいよいよ４年目を迎えるということ

であります。そういうまちづくり構想の実現に向けてどういう思いでいるかという

ことだと思います。 

 私自身、今議員からお話のありましたように、平成３０年の１２月に町長に就任

してきたわけでありますけども、そういう中で町民みんなが住んでよかったと、そ

して暮らし満足度を実感できるような、そういった町をみんなで目指していきたい

というところでございました。その間、６つの柱を基本ということで取り組んでき

たわけでありますけども、これは本日の施政方針の中でもその概念に基づいて述べ

させていただいたところであります。 

 この間、町議会をはじめ町民の皆さん方のご理解、ご協力を賜り、町政運営を進

めてこられたことに対して大変光栄に思うし、また町民の皆さん方にお礼を申し上

げたいというふうに思います。 

 この２年間、新型コロナウイルスという大きな課題に対して、大変社会情勢も厳

しいところもございました。また、町行政もなかなか思うような活動ができない、

そういった中でありましたけども、町民の皆さん方の協力を得ながら、町政が一歩

一歩前に進んでこられたものだというふうに考えております。 

 また、議論がありましたように、一方ではまだまだ道半ばという思いもあり、残
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された課題も一つ一つ解決に向けて努力していきたいというふうに考えております。 

 これからもコロナがなかなか収束に向けて大変厳しいものが予想されますけれど

も、これからも天城町の町民みんながさらに安心して住みやすく、お話のように誰

もが住んでよかったと実感できるような町を進めることができればなというふうに

考えております。そのために私としましては、引き続き町政のかじ取り役として、

その重責をしっかり果たしていければなという思いでおります。 

 町民の皆様方のそのような取り組み方、そしてまたこれからに対して、ご理解、

ご協力を賜ることができればというふうに考えております。よろしくお願いいたし

ます。 

○１１番（武田 正光議員）   

 どうかそういう目標に向かって継続して行かれるということのようでございます

ので、引き続き頑張っていただければと思います。 

 いろいろ申し上げてまいりましたけれども、以上をもって私の一般質問を終わり

ます。ありがとうございました。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 以上で、武田正光君の一般質問を終わります。 

 次に、議席番号３番、吉村元光君の一般質問を許します。 

○３番（吉村 元光議員）   

 議席番号３番、吉村元光でございます。議長より許可がありましたので、一般質

問を始めさせていただきます。ＡＹＴをご覧の皆様、議場の皆様こんにちは。弥生

３月に入りまして、春の爽やかな風、そして野山には若葉が目につくようになりま

した。何となく高揚感を抱く季節となってまいりました。 

 鹿児島県におきましては、去る３月６日に新型コロナウイルスまん延防止等重点

措置が解除され、社会に少し明るさが見えてきたような気がいたします。 

 そして天城町では、農業におけるさとうきびの生産量の見込みが前期産の実績を

少し下回る予想です。ばれいしょにおきましては高単価で推移、子牛取引価格も高

値を維持しているようであります。農家の皆様にとりましては、コロナ禍の中であ

りますが、まずまずのところでございます。 

 しかし、観光関連産業や飲食店の事業主にとりましては、観光客の入り込み客の

減少に伴い、厳しい経営を余儀なくされており、引き続き行政の支援が求められて

おります。 

 ３月は各学校の卒業シーズンでありますが、我々議員はコロナ禍に伴い、卒業式

等に出席がかないません。卒業生の皆様、卒業おめでとうございます。これから仕

事や学業に大きく羽ばたいてください。 
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 町民の皆様、新型コロナ禍の影響はまだまだ続いておりますので、３回目のワク

チン接種を全町民で推進し、コロナ禍の終焉を早くみたいものです。 

 私も任期の最後の年に入りました。職責である町民の立場に立った行政事務の監

視の役割を全うし、執行部との議論との中でお互いに切磋琢磨することで町政発展

につなげていければと考えております。 

 それでは、町民の求める行政の実現は、議会における活発な論戦の中から生まれ

ることを信じ、さきに通告してあります４項目、５点の一般質問を行います。執行

部の皆さんの明確なる答弁を求めます。 

 １項目め、ノーマライゼーションの推進について。 

 １点目、障がいのある方々にとっても暮らしやすい社会づくりについて。 

 ２項目め、人口減少対策について。 

 １点目、人口減少が顕著に進行しているがその抑止方策は考えているか。 

 ３項目め、建設行政について。 

 １点目、今後の町営住宅建設計画について。 

 ４項目め、南部地区の振興について。 

 １点目、秋利神キャンパスパークにグラウンドゴルフ場を建設できないか。 

 ２点目、第６次天城町総合振興計画の着実な推進について、学校建設等。 

 以上について、執行部の明確なる答弁を求めます。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 森田町長。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、吉村議員のご質問にお答えいたします。 

 １項目め、ノーマライゼーションの推進について。 

 その１、障がいのある方々にとっても暮らしやすい社会づくりについてというこ

とでございます。 

 お答えいたします。 

 障がいのある方もない方も地域の中で普通に生活が送れる社会づくりは、とても

大切なことであります。 

 本町の公共施設、公営住宅や道路環境につきましても、新設・改良の際にはバリ

アフリー化の導入に取り組んでいるところでございます。 

 また、海岸清掃や空き教員住宅の環境美化作業など行政施設においても障がいの

ある方々の就労機会の提供を行っているところでございます。 

 今後も障がいのある人が社会活動に参加できる、そういう環境づくりを進めてま
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いりたいと考えております。 

 ２項目め、人口減少対策について。 

 その１、人口減少が顕著に進行しているがその抑止方策はないか、考えているか

ということでございます。 

 お答えいたします。 

 先ほども武田議員からのご質問にもございました令和２年国勢調査における本町

の人口は５千５１７人で、前回平成２７年の５千９７５人から４５８人、７．７％

の減少となっているところでございます。 

 その抑止策としましては、子育てしやすい、生活しやすい、そういった環境づく

りのために現在実施しております出産祝金や結婚応援支援事業、また子育て支援な

どさらに拡充していく必要を感じております。そのために令和４年度は出産祝金の

増額、新たにまた給食費の完全無償化などを実施してまいりたいというふうに考え

ております。そのようにして、また移住・定住の取り組み、雇用の場の創出などに

積極的に取り組み、この人口減少対策に取り組んでいければというふうに考えてお

ります。 

 ３項目め、建設行政について。 

 その１点目、今後の町営住宅建設計画についてということでございます。 

 お答えいたします。 

 町営住宅の建設につきましては、天城町公営住宅等長寿命化計画に基づいて進め

ているところでございます。 

 この計画は、平成２３年度に策定しました。５年おきに計画の見直しが求められ

ております。今年度は、その２回目の計画の見直しを進めているところでございま

す。その新しい計画を基に町営住宅の建て替え、新規建設、維持管理を行ってまい

りたいと考えております。 

 ４項目め、南部地区の振興について。 

 その１、秋利神キャンパスパークにグラウンドゴルフ場を建設できないかという

ことでございます。 

 お答えいたします。 

 現在の秋利神キャンパスパークは、立地条件、また施設の老朽化等が進んでおり、

その維持管理に苦慮しているところでございます。 

 また、敷地内では河川法という法律が規制されておりますが、特に施設整備に対

する規制はありません。これからの利活用案の一つとして、近年、幅広い年代で普

及していますグラウンドゴルフは、多くの方々の健康増進と、また交流の場として

前向きにご質問に対しては考えてまいりたいというふうに考えております。 
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 南部振興について、その２点目、第６次天城町総合振興計画の着実な推進につい

て。特に校舎建設等についてということでございます。 

 お答えいたします。 

 昨年、策定いたしました第６次天城町総合振興計画（ＡＭＡＧＩ─ＶＩＳＩＯ

Ｎ）の中で、５年間の主要事業の計画を盛り込んでおります。 

 南部地区につきましては、西阿木名小中学校建設や教員住宅建設、また三京集落

に木造住宅建設、また千間海岸の整備や農業農村整備事業などが計画されていると

ころでございます。 

 ＡＭＡＧＩ─ＶＩＳＩＯＮの実施につきましては、財政面や社会情勢などを勘案

しつつ計画に沿うよう前向きに、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

 なお、校舎等の教育関係につきましては、教育長にお答えさせていただきます。 

 以上、吉村議員のご質問にお答えいたしました。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 次に、教育関係の質問に対し答弁を求めます。 

○教育長（院田 裕一君）   

 それでは、吉村議員の４項目めの南部地区の振興についてということで、第６次

天城町総合振興計画の着実な推進についての校舎関係についてですけども、お答え

いたします。 

 校舎建設等につきましては、令和３年３月に策定いたしました天城町学校施設等

長寿命化計画を推進するに当たり、第６次天城町総合振興計画に沿って、今後協議

検討してまいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○３番（吉村 元光議員）   

 答弁ありがとうございます。１回目の答弁を頂きましたが、これから順次、関連

の質問をさせてください。 

 １項目め、ノーマライゼーションの推進についての１点目、障がいのある方々に

とっても暮らしやすい社会づくりについてであります。 

 高齢や障がいのある方々を施設に隔離せず、健常である方々と助け合いながら暮

らしていくというのが正常な社会の在り方とする考えがノーマライゼーションでご

ざいます。社会的に変化を求めるものではなく、社会の在り方そのものを変えるこ

とで社会的弱者が生きがいを見つけ、役割を担っていける社会をつくり上げる必要

があるという発想であります。北欧諸国で始まったこの考え方は全世界に浸透する

中、日本においても着実な広がりがあるようです。 

 昨年、東京オリンピックとパラリンピックが開催されましたが、閉幕後に共同通
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信社が障がい者を対象にアンケートを実施した結果、「大会の開催は障がいの理解

につながったと思う」が７０％、一方、「最近差別を受けた」が３０％、大会開催

による自分の心の変化については「選手の活躍を見て前向きな気持ちになった」が

４０％、「特に変わらない」が３２％、「新型コロナウイルスの感染拡大リスクを

考えると複雑な気持ちになった」が２２％。 

 また、共生社会実現に必要だと思うことは何かにつきましては、障がい者の就労

や社会参加への支援強化、バリアフリー化の推進、障がいのある人とない人が交流

する機会づくり、障がい福祉サービスの充実、メディアの報道の仕方の変化等が上

位に上げられておりました。 

 町長にお尋ねします。町長は東京パラリンピックをご覧になったと思いますが、

その感想がありましたらお聞かせください。 

○町長（森田 弘光君）   

 昨年、東京オリンピック・パラリンピックがあったわけでありますが、選手の皆

さん方が持てる力を持って競技に取り組んでいる、その姿を見まして大変感動を受

けたところであります。 

 全般的には、私がまず最初にオリンピック・パラリンピック両方にあるわけなん

ですけども、一つは女子のスケートボードの日本人の選手、岡本碧優選手が、自分

の最高のチャレンジをしようということで取り組んで失敗するわけでありますが、

その涙ぐんでいる岡本選手を各国の選手が駆け寄ってきて、肩を抱き合って慰め、

そしてついに肩車をするというあの状況については、私は非常に感銘を受けました。 

 ややもすると、これまでの、少し語弊があるかも分かりませんけれども、伝統的

な競技についてはいわゆる勝負ということについて、あまりにもこだわり過ぎる中

で、この若い人たちが順位とかそういうことに関係なくみんなで喜び合うという姿

勢については、私は新しい時代の幕開けかなということを感じたことであります。 

 そういう中でパラリンピック、障がいのある方々が私たちが想像できないような

すごい力を発揮し、見ている者、国民、全世界の人々に感動を与えたということが

私はすばらしく記憶の中に残っております。 

 そして、そのパラリンピックに出られた日本の選手の方が一人インタビューが新

聞でありまして見るんですが、パラリンピック後において、どのような思いがあり

ますかということをパラリンピックの選手にお聞きしているんですが、パラリンピ

ックの後に周りの方からいろいろな形でお手伝いしましょうかなどとよく声をかけ

ていただくことが増えましたということです。これは大変大切なレガシーだと自分

は考えているということです。 

 そして、また心の通い合うような声かけが、障がいのある方々に対しても声をか
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け合うような、そういったことが町中に広がることができれば、大変うれしいとい

うことをお話しておりました。私もまさしくそのような形で障がいのある方々が、

普通の社会で普通の生活ができるような、そういった環境づくりが大切だなという

ことを東京オリンピック・パラリンピック、そしてまた今日の施政方針の中でもお

話しましたけども、障がいのある方々への対応ができればというふうに考えており

ます。 

○３番（吉村 元光議員）   

 私は、東京パラリンピックの競技を何種目かテレビ観戦をさせてもらいました。

特に水泳競技の中で、両手、両足に障がいのある選手の活躍を見て、こんなすばら

しいパフォーマンスが可能なものかと感嘆をしたところでございます。パラリンピ

ックは開催目的である障がいのある方々への理解と共生社会の実現を世界へ普遍的

に広める役目を果たしていると思います。今後は華やかに行われるオリンピックが、

パラリンピックと同時に開催されるのも実現するものではないでしょうか。 

 次に、我が天城町についての取り組みをお聞きします。 

 まず、教育現場についての取り組み状況をお聞かせください。往年から各小中学

校において支援を必要とする児童生徒は、養護学校、現在は特別支援学校または教

諭による訪問教育で学ぶのが通例でありましたが、最近は地元の小中学校で入学か

ら卒業まで就学するように変わってきているようでございます。 

 教育委員会総務課長にお尋ねします。現在支援を必要とする児童生徒が地元の学

校に入学を希望した場合に、全員入学許可受入れをしておりますか。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 現在につきまして、今吉村議員からの御質問ですけども、その子供・生徒に合っ

た状況を対応しつつ受入れの体制を整えております。 

○３番（吉村 元光議員）   

 次に、各小中学校の支援を必要とする児童・生徒に対する受入体制、特に校舎の

バリアフリー化やシャワー室の設置等の整備状況を教えてください。総務課長、お

願いします。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 バリアフリー化と車椅子等の使用等におきまして整備するなど、その状況に応じ

た対応をさせていただいております。 

○３番（吉村 元光議員）   

 まだ不備の面もあるということ、少しはあるということでしょうか。 
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○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 やはり、状況に応じた形での施設整備を進めさせていただいておりますので、

１つ例に挙げますと、その子供が車椅子を使う場合、段差の解消等を逐次解消して

いくというような形を整えておりますので、事前の対応というのはまだできていな

いような状態の学校もあります。 

○３番（吉村 元光議員）   

 分かりました。 

 次に、この障がいのある生徒の皆さんに専門職の支援学校教諭免許、これを持っ

ている先生がついておりますか。ほとんどでついていますでしょうか。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 現状としては、専門の教諭の配置はできておりません。 

○３番（吉村 元光議員）   

 教育現場においては、支援を必要とする児童・生徒に対する校舎等の施設整備や

指導する先生の確保は少し課題があるようでございます。県内、他の学校において

は人工呼吸器をつけた児童を入学させるために電動ベッド付の特別支援教室を整備

し、エレベーターも新たに設置した学校もあるようでございます。天城町において

も予算の重点配分や県教育事務局への働きかけで改善を行っていってほしいと思い

ます。 

 次に、天城町における障がいのある方々の社会スポーツへの参加状況についてで

ございますが、社会教育課長にお聞きします。障がいのある方が参加できるスポー

ツは町内で開催されておりますでしょうか。 

○社会教育課長（和田 智磯君）   

 お答えいたします。 

 障がい者の方を対象とした障がいスポーツは、今天城町社会教育課のほうでは実

施はしておりません。ファミリースポーツ・ニュースポーツというものをやって、

誰でもどこでも気軽に参加できるスポーツは実施しているんですが、障がい者の方

が参加したという実績はないかと思います。 

○３番（吉村 元光議員）   

 東京パラリンピックにおきまして、ボッチャという大変魅力のありそうな競技を

見せてもらいましたが、こういったのを天城町で導入するというお考えはございま

せんでしょうか。 

○社会教育課長（和田 智磯君）   
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 ボッチャという競技ですが、ヨーロッパで生まれた重度脳性麻痺者、もしくは同

程度の四肢重度機能障がいを持った方がされるスポーツなんですが、パラリンピッ

クの正式種目となっております。実は、社会教育課のほうで昨年の１２月８日、公

益財団法人２４時間テレビチャリティー委員会より募集がございまして、申請を出

しております。先月、２月８日に決定が来ておりまして、ボッチャを導入すること

になっております。 

 また、当初予算のほうにもちょっと計上させていただいているんですが、２セッ

トほどです。そのボッチャを取り入れながら、たくさんの方々に参加していただき

たいのと、社会教育課といたしましては、障がい者スポーツに対する町全体への理

解促進・認知向上、あとスポーツを行う場・障がい者スポーツ用具の確保・障がい

者スポーツの環境整備を図っていきたいと思います。そして、笑顔あふれるまちづ

くり、みんなが参加できるスポーツ活動ができるようなまちづくり体制をつくって

いきたいと考えております。 

○３番（吉村 元光議員）   

 大変いいことだと思います。頑張ってください。障がいのある方々にとって、社

会活動に参加したい・友達が欲しい・自分が認められたい・楽しみたい気持ちはな

い方々と同じであります。障がいのない方々と同様にスポーツイベントに参加でき

る機会をつくる必要があります。可能であれば導入をお願いしたいと思います。い

ろんな方面に。 

 次に、障がいのある方々に対する社会参加、いわゆる式典等の際の座席の確保の

件でございます。私が今まで見た限りでは、町が主催する各種イベントや講演会・

式典等で障がいのある方々に対する席の確保が、ほとんどで配慮がされていないよ

うに見えます。一番前の便利な席に町長や議員等の席が配置される慣習は往年から

残ったままで、私は一番前の席にシルバーシートを設置し、高齢や障がいのある

方々がいつでもどのイベントでも参加しやすい環境をつくることが大事だと思いま

す。 

 国内でシルバーシートが普及し始めた頃を思い出してください。長い間、都会の

電車はお年寄りや障がいのある方々に席を譲る慣習は薄い時代でありました。昭和

の終わり頃シルバーシートが設置されるようになり、最初は違和感がありました。

時間の経過とともに理解が深まったような経緯がございます。 

 式典等でシルバーシートの設置の件につきまして、まず、どう考えますか。教育

長お願いします。 

○教育長（院田 裕一君）   

 今の大変貴重な御提案でございます。あと、我々も防災センター等でいろんな会
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議をするときには、もしや高齢者の方々が来た場合は、スタッフにもぜひ前のほう

に座ってもらうように誘導を、今いろいろな場でするように指示をしているところ

でございます。今後は、またそういう全体的にいろんな面で、いろいろ場所でもそ

んなふうになっていければなと思っております。大変貴重な御意見ありがとうござ

います。 

○３番（吉村 元光議員）   

 総務課長もお願いします。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 お答えをいたします。 

 バリアフリーがうたわれて、もう随分久しくなると認識しております。やはり、

障がいを抱える方、そして全ての方が同じように社会生活を送っていけるまちづく

りが必要であると考えております。 

 御質問の町が主催する式典、またイベント等につきましても、これまでそういっ

た指摘のあった配慮に欠けた部分も確かにあったのではないかと今感じております。

今後、そういった方たちの車椅子、また、そういったスペースについては行事を計

画する際にしっかりと盛り込んでいきたいと考えております。 

 この天城町役場庁舎におきましてバリアフリー化になっております。エレベー

ターも設置されております。トイレにつきましては多目的トイレが１階と３階のみ

でありますが、設置がなされているところでありまして、今後、支障がある部分に

ついては随時、改善・補修を行っていきたいと考えております。 

○３番（吉村 元光議員）   

 町長からもお考えをお願いします。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 まさしく、今吉村議員の御質問に対しては同感をしております。ややもすると私

ども行政・町長、そしてまた議員の皆さん方が、一番前のひな壇に座るというとこ

ろについても、これまでも面映ゆい面がありましたので、そういったいろんなイベ

ント、そういった方が、全ての皆さんが共に楽しめる、また、参加できる、そうい

った工夫はこれからしていきたいと考えております。ありがとうございます。 

○３番（吉村 元光議員）   

 高齢や障がいのある方々が社会に参加する上で大事な気遣いでありますので、今

後は御配慮を要請いたします。 

 次に、天城町役場は昨年の３月に県労働局から障害者雇用促進法に基づく適正実

施の勧告を受けていると聞いております。この件につきましての経緯を総務課長に
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お尋ねします。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 障害者雇用促進法におきまして、地方自治体の法定雇用率、これが定められてお

ります。現在、地方自治体の法定雇用率は令和３年３月から２．６％となっており、

天城町役場における法定雇用率は現在この基準を満たしているところであります。 

 障がい者の採用計画を作成しておりまして、この中で天城町役場職員の採用試験

に障がい者枠を別途設けております。令和２年度から行っておりますが、令和２年

度は残念ながら応募はございませんでした。令和３年度試験におきまして１名応募

がありまして、この１名が採用候補者として登載しているところであります。 

○３番（吉村 元光議員）   

 法定雇用率は２．５％にするようにという基準だそうですけれども、２．６％で

なったということですね。分かりました。 

 次に、天城町役場の障がいのある方々の雇用率は雇用率ぎりぎりで経緯している

ようでございますが、役場は地域の職場のモデルのようなものです。障害者雇用促

進法を推進する上においても、法定雇用率を大幅に上回る雇用を確保して地域の模

範となる必要があるのではないでしょうか。障がいのある方々の中には自分たちも

支援されるだけでなく、社会に参加したいという考えも数多くございます。また、

かのマイクロソフト社の創業者ビル・ゲイツ氏は、自閉症であったということが新

聞に載っております。障がいのある方々もその能力はない方々に劣ることはありま

せん。昨年５月に成立した改正障害者差別解消法は、障がい者の生活上の障壁を取

り除く合理的配慮を企業などの民間事業者にも義務づけようとするもので、法律の

施行は令和６年を見込んでいるようです。その合理的配慮とは役所の職員が耳の聞

こえない人のために筆談することや、障がいの特性に応じて出勤や休憩の時間を調

整するなどがあります。去る１月１４日の南日本新聞「ひろば」に兼久小学校６年

生の作文投稿がありました。そのタイトルは「みんな楽しめる未来に」、障がいの

ある人もない人もみんなが楽しめることはすばらしいなどの内容でありました。こ

のようにノーマライゼーションの考え方は急進的な展開を見せております。日本の

人口は１００年後に今現在の半数以下になると人口推計が出ております。ジェン

ダー差別の解消、障がいのある方々、そして女性等の弱者とみられる方々が活躍で

きる多様性ある社会を構築しないと日本の国力は維持できないと著名人は論説をし

ております。地域のリーダーとして役場が主体的な行動を起こし、誰もが輝ける未

来の実現に向け種をまくことを要請しまして次の質問に移りたいと思います。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 しばらく休憩します。２時１０分より再開します。 
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休憩 午後 ２時００分 

─────────── 

再開 午後 ２時１０分 

○議長（柏井 洋一議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 吉村議員。 

○３番（吉村 元光議員）   

 ２項目め、人口減少対策について。 

 その１点目、人口減少が顕著に進行しているが、その抑止対策は考えているかで

あります。２０２０年の国勢調査による天城町の推計人口は５千５１７人、５年前

と比較しまして４５８人減少し、毎年１００人近くの減少になっております。昭和

２５年のピーク時が約１万３千人ですので、３分の１近くにまでの減少となりまし

た。令和２年３月に策定した第２次天城町人口ビジョンによりますと、天城町の人

口将来推計は令和１２年が４千９６０人、令和２２年に４千３０２人が見込まれ、

減少率は今後も現在と変わらない状況が続きそうです。また、令和２２年になりま

すと、年齢別人口では６５歳以上の老年人口が１千９８３人、１５歳から６４歳の

生産年齢人口が１千８４０人、ゼロ歳から１４歳の年少人口が４７９人となってお

り、６５歳以上の老年人口が１５歳から６４歳の生産年齢人口を逆転する状態にな

り、こうなった場合、小・中学校の学級編成も厳しく、高齢化率は４６％が見込ま

れ、全ての産業で健全活動が損なわれてしまいます。ビジョンの中で人口動向にお

ける課題の整理・人口減少の抑制に向けた方向性・人口の将来展望がうたわれてお

りますが、その方策は天城町の現状に的を射ているとは思います。そして、高い出

生率を維持する取り組みとして、出産祝金制度の充実や、今後も若い世代の結婚・

出産・子育ての希望をかなえる施策の推進、快適な住環境や魅力ある仕事の創出が

挙げられております。 

 天城町の人口減少対策は第２次天城町人口ビジョンを基本として進められている

と思いますが、その取り組みでもっと力を入れてほしい点がありますので質問をさ

せてください。 

 東京圏への人口集中が進む中で若者が流出する地方は衰退の一途をたどり、東京

圏では住宅高騰や電車の混雑に加え、新型コロナウイルス禍で人口集中のリスクは

浮き彫りとなりました。国は２０１４年から地方創生を掲げ、地方移住や企業の地

方移転を支援してきました。また、国は自主財源の乏しい地方の自治体には歳入財

源を補うため多額の地方交付税を交付し続けております。我が天城町にも年間約

３４億円の交付金が昨年ありました。その額は十数年前に比較して年間で１０億円
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の増加ではないでしょうか。 

 企画財政課長に伺います。地方交付税交付金が十数年前に比較して年間で約

１０億円増加しておりますが、国は地方に何を望んでいると思いますか。また、現

在天城町が取り組んでいる定住促進事業に国からの財政措置はございますか。概要

をお願いします。把握している範囲で構いません。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 確かに地方交付税、１０年前と比較しまして約１０億円近く増額となっておりま

す。当時私も吉村議員もそうですが、財政を担当していて非常に厳しい三位一体の

改革等で厳しい財政状況の中でありました。そういう中で市町村合併等が進んで今

現在に至るわけですが、その中で国のほうもやっぱり地方の活性化ということでち

ょっと正式な費目単位は忘れましたが、そのような地方の再生に係る交付税の算出

の項目がございます。そういったのに連動しながら、先ほど議員がおっしゃいまし

た地方創生事業が展開してきております。本町におきましては、今企画財政課のほ

うで移住・定住の取組ということで２５０万円の地方創生推進交付金を頂いて事業

を展開しております。 

 また、過去には創生事業のはしりのときには農業センターであったり、また建設

課のほうでも事業を展開してまいりました。 

 以上でございます。 

○３番（吉村 元光議員）   

 先ほどからの論戦の中で、この人口減少対策はいろいろやっていると思います。

私はこの人口減少対策の中で企業誘致をと考える方もおりますが、企業誘致、これ

につきましては、すぐ進む話ではないのではないかと思います。効果ある、即効性

ある人口減少対策はＵターン・Ｉターンの皆さんに対する定住対策の強化・充実と

私は考えております。現在、天城町では「おいでよ！アマパゴス」へと銘打って、

ワンストップ相談窓口の設置やＵ・Ｉターン者に対する住宅改修の費用助成などが

実施されているようでございます。最近企業はコロナ禍を経験したことから、リ

モートワークの積極的な取り組みを始めております。今後は、仕事は辞めないで移

住やワーケーションする働き手が現れると考えられます。これはオンラインによる

テレワークで企業の仕事が成り立つからでしょう。また、グリーンツーリズムで田

舎の農業体験や、自然に親しむ余暇活動を取り入れる都会人も出てきております。 

 企画財政課長にお尋ねをします。天城町内の事務所で都市部とのオンラインによ

るテレワークはできますか。通信網は設置・整備されておりますでしょうか。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   
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 この２年間のコロナ禍におきまして、我々町においても役場内でリモート会議を

開催しております。また、今本町におきましても光ファイバー網整備がほぼ充実し

ておりまして、どこの会社とはちょっとはっきりは言えませんが、去年平土野に開

設した事業所においても、自宅からテレワーク等で通信しながら仕事をしていると

いう方もいらっしゃいます。ですので、その環境については整備されているものと

考えております。 

○３番（吉村 元光議員）   

 テレワークが仕事の形態の１つとなりつつある中で、天城町でもこの需要に対し

供給場所の確保が非常に大事だと思います。オンラインを備えた事務所付の住宅を

町内に何ヶ所か建設して、テレワークで南国天城町でをＰＲして、もっともっとし

ていただきたいと思います。 

 また、現在建設済みの町営宿泊滞在型施設をこのような形にすることは可能でし

ょうか。このような活動は天城町を見る・体験する、で理解してもらい、天城町へ

の移住促進につながるのではないでしょうか。もう一度、企画財政課長お願いしま

す。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 議員がおっしゃるように、今都会の会社ではリモートワーク、こういったものが

見直されてきております。そういう中で令和２年度において、奄振事業を活用しま

して「おいでよ！魅惑のアマパゴス」ということで、与名間のバンガロー１棟２戸

なんですが、そこにリモートワーク専用のＷｉ─Ｆｉ設備棟を完備したところでご

ざいます。 

○３番（吉村 元光議員）   

 そちらの利用率はどうでしょうか。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 残念ながら１件の試験的な利用はあったんですが、正式なまだ利用はございませ

ん。今後の、このコロナが落ち着けばさらにＰＲ等を展開して、多くの方にまた利

用をできるようにしていきたいというふうに考えております。 

○３番（吉村 元光議員）   

 もっと推進してください。今後利用は増えてくるものだと思います。 

 次に、天城町へ移住するための住宅の確保について考えてみたいと思います。 

 現在、天城町の住環境を考えてみますと、町営住宅については新築や建て替えを

しても地元住民の需要にしか応えられず、空き家改修事業で確保される住宅につい
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てもほとんど余裕はありません。この状態は従来から変わりはないと考えます。天

城町ではワンストップ移住相談窓口を設け、移住希望者に手続のサービスは行って

おりますが、住宅の確保はどうでしょうか。これを解消するために、私は島外から

投資による住宅建築を促す制度を新たに構築する必要性を考えます。その１つとし

て、住宅建築敷地を天城町が確保・提供することで住宅の建築は移住希望者にして

もらう考え方です。建築用地さえ確保できれば希望者は集まるものだと考えます。

また、その敷地の扱いは有償・無償など今後の検討課題です。このように外部資金

での住宅建築は地元の経済活性化につながり、また、例え移住者が本土に帰ったと

しても住宅は残り、地元での活用が可能です。国は地方創生を掲げ、多額の地方交

付税等の予算を配分してもらっている中、地方においても大胆な施策を打ち出す時

期ではないでしょうか。これは大きな予算を伴う話ではありません。今までと同じ

ようなやり方では何も変わりません。 

 最後に町長の御所見をお聞かせください。 

○町長（森田 弘光君）   

 定住人口を増やしていきたいということの中で関係人口、それからまた、天城町

ファンを増やしたいということで魅惑のアマパゴス事業を今展開してきているとこ

ろであります。その中で町営住宅、それから空き家を改修してまた利活用してもら

うということなどがあるわけでありますけども、それでもまだ限度があります。そ

のために、Ｕターン・Ｉターンする本土から移住される方々に直接建物を造っても

らおうということについては、大島本島の大和村も少し展開を始めたということで、

先日村長からその定住・移住してきた方に祝い金などをあげていたようであります。

そういったことを参考にしながら、やはり私たち地元でやることと、また、外から

入ってきたいという方々を入りやすくするための環境整備をするということは、と

ても必要かなというふうに思っております。Ｕターン・Ｉターン者への新築のため

の何か援助、それからまた、もう少し規模の大きな方々へ住宅用地を確保するとい

うことについてなどの今提案がございましたので、ここについてはまだ私たち手つ

かずの状況でありますので、新年度の中でまた少し前向きに考えてみたいと思いま

す。 

○３番（吉村 元光議員）   

 まだ同じようなことを申し上げますが、例えば１００戸ぐらいの住宅を造るため

の敷地用地として概算で考えれば１億も要らないんじゃないかなと私は思うんです。

予算で考えればそう大きな事業ではないと思いますので、ぜひ御検討をお願いした

いと思います。地方回帰の流れに乗り、乗り遅れないように、国任せではなく町と

しての積極的な取り組みを要請しまして、次の質問に移りたいと思います。 
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 ３項目め、建設行政について。 

 １点目、今後の町営住宅建設計画についてであります。少子化対策や各集落の持

続的発展を考えた場合、住環境の整備は大きな課題であります。そして、町内にお

ける賃借住宅の設置状況は民営が少なく、ほとんどが町営住宅である状況において

町営住宅に対する需要は高まるばかりです。また、子育て世帯の住宅確保や移住・

定住促進に向けても町営住宅確保へ取り組みが急がれます。今後の建築計画につい

てお聞きします。まず、令和４年度の町営住宅建設予定を簡単に、建設課長お願い

します。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。 

 令和４年度は予定では、前野団地に１棟６戸、ＲＣ２階建てです。三京集落に町

単独事業で２棟２戸、木造平家を計画しております。 

○３番（吉村 元光議員）   

 公営住宅建設の計画である活用プログラムを見させてもらいました。今年がまだ

できておりませんので令和３年度のものでお話をします。建て替えによるものが令

和４年度から７年度まで毎年４戸、新規が令和６年度６戸、個別改善が令和３年か

ら６年度にかけて３２戸が計画されているようです。一方、第６次天城町総合振興

計画（ＡＭＡＧＩ─ＶＩＳＩＯＮ）によりますと、公営住宅建設の計画は令和４年

度から７年度まで毎年４戸、木造住宅建設の計画は毎年２戸程度建設の予算が計画

にございます。耐用年数を過ぎて建て替えや用途廃止、改善する住宅はほかにもま

だたくさんあります。これを遅滞なく進めるには、計画を着実に進めるとともに前

倒しで執行するぐらいの積極性が必要だと考えます。 

 建設課長にお聞きしますが、以前議会からの要請が続いている建て替え等の住宅

建設が思うように進まないのはなぜか、その理由をお聞かせください。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。 

 建て替え予定の住宅、順次建て替えのほうに入っていきますが、中央のほうが今

多いんですけれども、入居者の移転先を町で確保する、あるいは入居者に個別にお

願いをして自分でお探しいただくなどお願いはしておるんですが、これが遅々とし

て進まない状況がございます。進んできました平土野原とかああいう形で進んでい

って、今現在、着工間もなくする大和川団地とか、ああいう形で目標よりは少し遅

れましたが、ああいう形で実際は進めていきたいのですが、なかなか今入居されて

いる方の移転先等が見つからないというのが主な原因です。 

○３番（吉村 元光議員）   
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 さて、今後の住宅管理上で大きな課題であります戸ノ木住宅の５４戸、そして兼

久住宅の３６戸の件でありますが、この２つの住宅は既に耐用年数を超過し、トイ

レも水洗ではございません。建設課長、今後の管理はどのように考えておりますか。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 戸ノ木住宅、あるいは兼久住宅です。古い、それぞれ３年から４年をかけて建設

しておりまして、今考えているのは建設年度の古いところを明け渡して、それでも

４年・５年新しいところに移していくなりして、順番に古いところから建て替え計

画のほうに持っていけないかと考えております。兼久のほうは特にそうでございま

す。戸ノ木につきましては、今、低地である、いわゆる津波が少し怖い関係上、塩

満もそうなんですが、戸ノ木は古くて少し海に近いということで、非現地建て替え

をどうにか実現できないか、５４戸ありますので北部地区の集落に分散して非現地

で建て替えられないか、この１０年間で考えていかなければいけないなと考えてお

ります。 

○３番（吉村 元光議員）   

 私は、戸ノ木住宅と兼久住宅は新規に別の場所に新築で建て替える方法を取った

ほうがいいかと思います。なぜかと申し上げますと、先ほどの話にもありましたよ

うに建て替えをしようとする町営住宅に現在住まわれております居住者の一時居住

用に、戸ノ木住宅と兼久住宅が利用できるんじゃないかなと考えます。他の場所に

建築することで防災の面、仮設住宅不足の課題は一気に解決をいたします。そうし

た場合、ほかの町全体の老朽住宅の建て替えもスムーズに運ぶんではないでしょう

か。 

 戸ノ木住宅と兼久住宅の件では様々な意見がございますが、トイレの水洗化工事

を施しても、その他内装の改修費用に対する国からの補助・支援は新築建て替えに

比べて少ないのではないでしょうか。また、経年による躯体全体の劣化を考えます

と、この先の使用年限は限られていることだと思います。この辺のことを今から十

分検討されて答えを出していただきたいと思います。町長は、地方創生の推進と均

衡のとれた町土形成の施策を掲げております。私も町内各集落の均衡のとれた住宅

行政を訴えてまいりました。今後も若者が自分の出身地で住居を確保し、町内全集

落の持続的発展ができるような取り組みを要請いたしまして、次の質問に移ります。 

 ４項目め、南部地区の振興について。 

 １点目、秋利神キャンパスパークにグラウンドゴルフ場を建設できないかでござ

います。秋利神キャンパスパークは完成して３０年近く経過をいたしました。新し

いうちは広大な敷地に野外ステージ・遊具・噴水・ログハウスを備え、秋利神川に

沿い、自然豊かな公園として注目を集めました。また、自然の遊び場がそろってい
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ることから、平成２０年度頃までは毎年、子ども祭りが開催され、青少年の健全育

成に大きく役立ったようです。最近は施設を利用する人はめっきり少なくなり、ま

た、広大な敷地は雑草の茂るのも早く、年間の管理費は毎年多額に上っているよう

でございます。秋利神キャンパスパークは南部振興の一環で誕生したと聞いており

ますが、今はその役目は果たせる状況ではございません。過去の議会において様々

な使い方が提案された経緯がございます。でも、実を結んではおりません。 

 建設課長にお聞きします。秋利神キャンパスパークの面積、設置されている建物、

器具等の現状、使用できるかどうかということを教えてください。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。 

 すみません、面積が手元にございません。後ほどまたお答えさせてください。 

 川の南側で左岸のほうにトイレ、今使用しております。あと芝生の広場・イベン

ト用のステージがございます。橋を渡りまして北側のほうには噴水、また、トイレ、

小さいトイレがございます。あと、ログハウス、そしてフィリピン村のステージで

ございます。今利用できるものとしましては、南側のトイレと南側の草の広場、そ

の辺が利用可能かと考えております。 

○３番（吉村 元光議員）   

 私が施設を見た限りでは、全てにおいて１から造りかえないと公園機能としては

おぼつかなさを感じております。さりとて、再度公園整備事業を行うには地域の理

解を得るのも難しく、膨大な事業費が予想されます。私はこの場所にグラウンドゴ

ルフ場の建設を提案したいと思います。自然豊かな広大な敷地中央には秋利神川、

そして清流のたたずまい、両岸の中央にはあの連絡橋があるなど条件はそろってい

るようでございます。また、過去に公園整備事業をしたところでありますので、グ

ラウンドゴルフ場の建設に伴う事業費は通常よりは抑えられないでしょうか。 

 建設課長にお聞きします。グラウンドゴルフ場の本コースを建設するという案に

ついてはどのようにお考えでしょうか。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。 

 キャンパスパークにつきましては、町が管理している都市公園ではございません

ので、都市公園事業・国の補助事業は使えないわけでございますが、何かしら事業

を探して、ここをまたそういう施設に造り替える。今議員がおっしゃるように管理

費を頂いて管理しているわけですが、なかなか草の繁茂に追いつかないなどの障害

になっており、議員の皆さんにも以前草刈りをしていただいたりして助けていただ

いたりするなどして、やっと管理している状態ですので、新しい事業を展開して、
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今言われる今人気になってきているグラウンドゴルフなどの整備、そういうのに向

けて何かいい事業がないか探して検討してまいりたいと考えております。 

○３番（吉村 元光議員）   

 なかなか補助事業も少ないようでございますが、いろいろここらあたりをあたっ

て、ぜひできるように前向きに御検討をお願いしたいと思います。先ほど、あの答

弁をいただきましたけれども、グラウンドゴルフ場の本コースを整備することで南

部地区が少しでも明るくなることや、島外からの入り込み客などの増加を考えれば

町の観光産業の浮揚にもつながってくるものだと思っております。せっかく造った

秋利神キャンパスパークは南部地区の町民にとっては心のよりどころでございまし

た。再度にぎやかな場所に変えてほしいと考えます。 

 グラウンドゴルフ場の建設に向けて、町長からもお考えを再度お願いいたします。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 秋利神キャンパスパークにつきましては、秋利神架橋を造るといった構想が上が

ってきたときに、御案内のようにもともとあの道路が秋利神の下のほうまでずっと

県道が通っていたわけです。それで、その架橋が通ることによって秋利神の集落と

いいますか、そこが一層寂れるんではないかという、いろんな地域の意見があった

かと承知しております。そういう中で、そのキャンパスパークという構想が上がっ

てきて線刻画、それからその秋利神川、そういったいろんな歴史的なものを含めて

構想ができてきたかと思っております。しかしながら、今非常に施設も老朽化しま

して、その維持管理にさえ苦慮しているところでありますので、そういう中で今全

ての年代層にわたって親しまれているスポーツがグラウンドゴルフであり、健康増

進、そういったものに必要なものかなというふうに思っております。ちょっと、イ

メージの中でありますので、芝のグラウンドゴルフコースを造ることによって乗用

型の芝刈り機とか、そういった形で維持管理も今よりはずっと楽になるのかなとか

思いながら、今質問をお聞きしているところであります。それについては、また相

当な事業費もかかりますので、やはりその補助事業そういったもの、例えば総合陸

上競技場の芝生を張ったときにはｔｏｔｏという宝くじを申請して、それであの事

業を展開したわけでありますので、そういったいろんな手だてを考えながら秋利神

キャンパスパークをまた再びよみがえらせる、そして、それをグラウンドゴルフ場

としてよみがえらせるということについては魅力的な提案だと思いますので、ぜひ

前向きに考えてみたいと思っております。 

○３番（吉村 元光議員）   

 ありがとうございました。よろしくお願いしたいと思います。 
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 次に、最後の質問でございます。 

 ４項目め、南部地区の振興についての２点目、第６次天城町総合振興計画の着実

な推進について。 

 校舎建設等でございます。 

 戦後間もない頃の天城町の南部地区と北部地区の人口は大きな差はありませんで

した。しかし、最近は特に南部地区の人口減少が著しく、その地域の活力は失われ

ているような感じがします。また、学校においては児童・生徒の減少で学級編成を

複式にせざるを得ない現状でございます。このような中で南部地区でも畑総事業に

よる圃場整備が進捗し、当部集落には１棟２戸の木造住宅、三京には２棟２戸の木

造住宅、そして西阿木名には令和３年度には１棟４戸の公営住宅が完成、そして、

令和４年度には１棟４戸の教員住宅が建設が決定しました。集落に住宅が確保され

たことで若者や児童・生徒は今後増加が見込めます。このことは地域コミュニティ

の活性化と各学校運営に大きな効果が期待されます。町長をはじめ、所管の職員の

皆さんには厚くお礼・感謝を申し上げます。 

 次に、西阿木名集落においての懸案・課題を考えてみますと、県道のボトルネッ

ク箇所の拡幅工事及び集落から西側地区の畑総事業による圃場整備と農道整備があ

りますが、これを推進することで集落の住環境はてきめんに改善が見込まれます。

この県道拡幅工事と畑総事業を推進するに当たってネック・条件となっているのが、

その地区の地籍調査事業の進捗が必要となっております。県においても地籍調査で

筆界が確定し、地権者の同意があれば県道拡幅工事は進められると聞いております。 

 このようなことで農地整備課長にお尋ねをします。西阿木名地区の地籍調査事業

の進捗状況と今後の取り組みについてお聞かせください。 

○農地整備課長（大久 明浩君）   

 お答えいたします。 

 これ、後ほど奥議員のほうからも質問があるんですが、この筆界・境界の件なん

ですけど、地籍調査がまず入れば全て境界は解決するものと勘違いをしているとこ

ろがございまして、地籍がもし入って、その地権者同士・地権者間が境界のほうを

確定できない場合、この場合に地籍は筆界未定地として取り扱うことができます。

この筆界未定地にもしなった場合に、自分たちでその測量費用、あと登記費用、そ

こら辺を全て自己負担でやらないといけない状況になります。そこで、地域の人た

ちに地籍調査をもし入れてほしい、事業の先行事業としてやっていきたい場合に、

所有者間の境界だけはしっかりと協議をしていただきたいと。地権者間でその境界

をはっきりしてもらえると、地籍調査を入れたときにスムーズにその境界が解決し

ていくということになります。 



－57－   

○３番（吉村 元光議員）   

 今の課長のお話だと筆界未定をつくってしまうと、それを再度筆界をちゃんとす

る、設定するという作業においては非常に地権者のほうが費用を負担しなければい

けないということですね。これは本当に地権者の皆さんに十分に説明をする必要が

あるかと思います。私ども、西阿木名においても今のようなお話をお互いに話した

り、地権者のほうにもそういうことを話す機会をつくるようにしておりますので、

農地整備課も大変だと思いますが、一生懸命その事業推進には頑張ってください。

今の課長のお話は理解をいたしました。町民もこのテレビの中でこの話を聞いて、

理解は深まっていくものだと思います。次に、地籍調査事業を進める地権者の理解

が必要でありますが、厳しい面もあるようですので、地域集落の役員の方々の力も

借りながら鋭意に取り組んでいってほしいと思います。 

 私も一緒になって西阿木名の地籍調査辺りも協力をさせていただきたいと考えて

おります。 

 天城町は令和３年６月に第６次天城町総合振興計画（ＡＭＡＧＩ─ＶＩＳＩＯ

Ｎ）を策定し、前期基本計画が示されております。その事業計画はハード事業・ソ

フト事業の多岐にわたり、ボリューム満点でございます。事業執行に当たって財源

も気になりますが、今回の施政方針で示された天城町学校施設整備基金は今後どの

程度まで積立てを考えておりますか。町長の考えをお願いします。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 今天城町の課題として教育の振興といいますか、子供たちをどうやって次の世代

に育てていくかという事は大きな課題かと思っております。そういう中で、いわゆ

る学力、そういったソフトパワーも当然ですけども、やはりハード、学校施設、い

わゆる校舎・体育館等が老朽化している中でそれをしっかり建て替えていかないと

いけないという、そういった課題が直面しているかと思っております。そのために

財源を補助事業、当然活用するわけですけど、その補助の残りをやっぱり担保して

おくためにはそういう学校施設建設を目的とした基金、そういったものを積み立て

ておくことが肝要かなと思って、今回あの基金条例を提案させていただきたいとい

うふうに思います。 

 また、これについては額の最終的な目標というものは特に決めてないんですけど、

これから学校校舎、それから体育館等ですので相当な金額が必要かなというふうに

思っておりますので積み立てていきたい。そのためには今、例えば６月・９月にな

って、いわゆる決算の中で今私たちが持っている公共施設整備基金というのがある

んですが、これはすべからくいろんな事業に使えるということでありますが、これ
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について今７億２千万ぐらいたまっているのかなというふうに思っております。こ

れについては、今その決算をした中で、不用額とかいろんな形でそこに積み上げて

いくという形をとっておりますけども、これからは鋭意その学校施設建設のための

基金の中に積み立てていくということ。そしてまた、公共施設整備基金の中からも

そこに積み立て戻すといいますか、そこに目的を変えたりしながら、学校施設の建

設のための特化した基金をつくっていければなというふうに考えております。特に

今議員から御質問の何億をメリットとしているか、目標としているかということに

ついては、相当大きな金額、今の公共施設整備基金並みぐらいの財源は蓄えておき

たいというふうに私は考えております。 

○３番（吉村 元光議員）   

 天城町公共施設整備基金と財政調整基金の残高を一応、企画財政課長教えていた

だけますか。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 現在提案しています１０号補正を加味した額で申し上げます。 

 財政調整基金が１１億３千８００万。公共施設整備基金が７億２千２００万とい

うことでございます。 

○３番（吉村 元光議員）   

 先ほどの町長のお話では、この３つの基金、融通し合うというんですか、都合に

応じて動かすというお考えとお聞きしたんですが、それでよろしいですか。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 今公共施設整備基金が７億２千万ぐらい持っているわけでありますけれども、こ

こについては私の中では大きいかなというふうに思っております。そういう中でこ

れから予算決算いろんな形で不用額とか繰越しが出てくるわけですけども、これを

ずっとこれまで財調とその公共施設整備基金に積み増しをしておりましたので、こ

れについては集中的に学校施設建設基金というものに積み上げていければなと思っ

ております。そういう中であの公共施設整備基金、財調についてはまたいろんな形

で需要が増えますので財調は上がったり下がったりしますが、その公共施設につい

ては７億２千万ということでした。今、大きいかなという私の中の所感です。これ

については時期を見て、学校施設建設基金等に目的を特化したものの中に積み上げ

ていければなというふうに私は考えております。 

○３番（吉村 元光議員）   

 事業推進には財源の確保は欠かせませんので、日頃から留意をされていただきた
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いと思います。 

 町長は先ほど、２期目に向けて次期町長選挙に出馬表明をいたしました。出馬さ

れるからには仕事への熱意も高いものと察します。策定済みの第６次天城町総合振

興計画（ＡＭＡＧＩ─ＶＩＳＩＯＮ）には令和７年度までに西阿木名小中学校校舎

の建て替えや今後の天城町の振興の基本となる各施策が目白押しであります。第

６次天城町総合振興計画への取り組みにつきまして、最後に町長のお考えをお願い

します。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 今回、第６次天城町総合振興計画をつくりました。当然、第１次からあるわけで

ありますけども、そこに今回特別にＡＭＡＧＩ─ＶＩＳＩＯＮという名前を、言わ

ば愛称といいますか、つけさせていただきました。やはりそこにはこの振興計画自

体が、いわゆるよく言われる絵に描いた餅ではなくて、町民みんながそこに向かっ

ていくんだというそういう思いを込めてＡＭＡＧＩ─ＶＩＳＩＯＮという愛称とい

いますか、通称といいますかを策定させていただきました。そのためにはまたその

ＡＭＡＧＩ─ＶＩＳＩＯＮの目標に向かって、町民みんなが一つになって向かって

いきたいという思いであります。その一翼を私にもし荷負わせていただければとい

う思いで、先ほどの武田議員の御質問にお答えしたわけであります。特にその学校

施設等、残された課題は大きいものがあります。またみんなで、その子供たちのた

め、そしてまた町民生活のために頑張っていければというふうに考えております。 

○３番（吉村 元光議員）   

 ＡＭＡＧＩ─ＶＩＳＩＯＮが遅滞なく着実に実施されることを要請します。 

 以上、４項目５点の案件につきまして要請をいたしました。執行部の皆様の御尽

力を御期待し、一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 以上で、吉村元光君の一般質問を終わります。 

 しばらく休憩します。３時１０分よりを再開します。 

休憩 午後 ２時５６分 

─────────── 

再開 午後 ３時１０分 

○議長（柏井 洋一議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、議席番号４番、奥好生君の一般質問を許します。 

○４番（奥 好生議員）   
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 議場の皆様、また、ＡＹＴテレビを御覧の町民の皆様、こんにちは。議席番号

４番、奥好生でございます。 

 農家の皆様におかれましては、キビの収穫後の管理作業や春植え、また、ばれい

しょの収穫等、大変お忙しいことと思いますが、健康管理には十分お気をつけてお

過ごしください。 

 また、コロナ禍の中で営業時間の短縮等を余儀されておられる事業者の皆様にお

かれましては明けない夜はないと申します。希望を持って頑張っていただきたいと

思います。 

 新型コロナウイルス感染症に感染された方に対しましては、心よりお見舞い申し

上げますとともに、１日も早い回復をお祈りいたします。 

 それでは、議長の許可を頂きましたので、通告に従いまして一般質問をいたしま

す。 

 １項目め、町民の所得向上について。 

 １点目、本町の平均所得額について。 

 ２点目、具体的な所得向上対策について。 

 ２項目め、職員給与のラスパイレス指数について。 

 １点目、県内市町村における位置づけについて。 

 ２点目、今後の改善策について。 

 ３項目め、建設行政について。 

 １点目、兼久小学校敷地内の危険箇所について。 

 ４項目め、福祉政策について。 

 １点目、新年度の取り組みについて。 

 ５項目め、地籍調査事業について。 

 １点目、進捗率について。 

 ２点目、要望地区の対応について。 

 ６項目め、危機管理について。 

 １点目、庁舎内の危機管理について。 

 ２点目、守秘義務について。 

 ７項目め、住民監査請求と訴訟について。 

 １点目、住民監査請求の結果の公表について。 

 ２点目、住民監査請求人の公表について。 

 ８項目め、政治姿勢について。 

 １点目、県営畑総事業未清算金について。 

 ２点目、ユイの館の改修について。 
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 ３点目、平土野地区活性化について。 

 ４点目、就任から３年が過ぎたが、今どのように感じているか。 

 ５点目、「くらし満足度Ｎｏ．１の町」づくりの自信はあるか。 

 以上、８項目１８点について執行部の明確な答弁をお願いしまして、１回目の質

問を終わります。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 ただいまの質問に対し答弁を求めます。森田町長。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、奥議員の御質問にお答えいたします。 

 １点目、町民の所得向上について。 

 その１、本町の平均所得額についてということでございます。お答えいたします。 

 鹿児島県が令和３年３月に発行いたしました「平成３０年度 市町村民所得推計

報告書」によりますと、人口１人当たりの所得は、鹿児島県の平均が２５０万９千

円に対し、本町は１９５万８千円となっております。 

 町民所得の向上について。 

 その２、具体的な所得向上についてということでございます。お答えいたします。 

 町民の所得向上対策につきましては、農林水産業の生産振興、商業・観光業の活

性化でその所得の向上につながるものと考えております。農業につきましては、単

収向上による増収・生産コストの削減、また、高収益作物の導入などを推進し、水

産業におきましては全般的な漁業の振興施策を展開してまいります。世界自然遺産

登録を契機に、ガイド業の定着や飲食店の充実など観光業と商業の一体的な取り組

みで、地域経済の活性化を図ってまいる所存でございます。 

 他にも、雇用の場の創出や普通建設事業、いわゆる公共工事の確保、福祉サービ

ス事業の充実などの取り組みを積極的に推進してまいります。 

 このように町全体を活性化させることで、町民の所得向上につなげていきたいと

考えております。 

 ２項目め、職員給与のラスパイレス指数について。 

 その１、県内市町村における位置づけについてということでございます。お答え

いたします。 

 ラスパイレス指数とは、国家公務員と地方公務員の給料を比較するときに使う統

計上の指数でございます。国家公務員一般行政職の俸給月額を１００とした場合の

地方公務員一般行政職の給与水準でありますが、令和３年４月時点で県内市町村の

ラスパイレス指数の平均は９７．２、それに対して天城町は９１．９となっており

ます。 
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 職員給与のラスパイレス指数について。 

 その２、今後の改善策についてということでございます。お答えいたします。 

 職員給与のラスパイレス指数の改善策として、職員の年代構成の偏りを緩和させ

るため計画的な採用を行うなど、適正な給与水準の確保に努めてまいります。 

 一方で、急速に進展する人口減少や高齢化など社会経済情勢が目まぐるしく変化

いく中、これに応じて町民ニーズが多様化する中にあっても、職員には直面する課

題や問題を柔軟に解決できる適応能力を身につけてほしいと考えております。職員

の意識改革や政策形成能力の向上を図る様々な取り組みを通して、将来にわたり持

続可能な天城町とするためにも町民一体となって働ける職員となることができるよ

う、引き続き人材育成に努めてまいりたいと考えております。 

 ３項目め、建設行政について。 

 その１、兼久小学校敷地内の危険箇所についてということでございます。お答え

いたします。 

 兼久小学校体育館西側の危険箇所につきましては、町道の路肩のり面でもあり浸

食が見受けられます。また、児童・生徒の通学路でもあり、車の往来も頻繁にある

ため、令和４年度、危険箇所の改善を図りたいと考えております。これにつきまし

ては、合わせて教育長からもお答えさせていただきます。 

 建設行政について。 

 その２、徳之島空港（子宝空港）の刈り草の処理についてということでございま

す。お答えいたします。 

 徳之島空港においては、航空機の安全な運航のために、適宜、環境整備・草刈り

作業を行っているところでございます。現在、その草刈り作業につきましては、天

城町シルバー人材センターへ委託をしております。刈り取ってロールした草につき

ましては、町内の希望する農家にお譲りしているところでございます。 

 ４項目め、福祉政策について。 

 その１、新年度の取り組みについてということでございます。お答えいたします。 

 令和４年度新年度の福祉政策につきましては、施政方針でも申し上げましたが、

主な取り組みといたしまして、児童福祉では保育料の無償化や新入学生未来づくり

応援金などを引き続き実施するとともに、出産祝金につきましては、第１子５万円

を１０万円に増額し、第２子以降につきましては、１子ごとに１０万円を加算する

拡充を行ってまいります。 

 高齢者福祉につきましては、敬老祝金の支給や独り暮らし高齢者等の緊急通報装

置の設置を推進するとともに、老人クラブ連合会や単位老人クラブへの助成金の拡

充を行います。また、新たに高齢者ハンドル形電動車いす購入費の一部助成を実施
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してまいります。 

 ５項目め、地籍調査事業について。 

 その１、進捗率についてということでございます。お答えいたします。 

 地籍調査の進捗率につきましては、その調査対象面積を６千２４７haと計画して

おりますが、そのうち調査済み面積は２千１２９haで、進捗率は３４．０８％とな

っております。 

 地籍調査事業について。 

 その２、要望地区の対応についてということでございます。お答えいたします。 

 現在、令和４年度５年度については、すでに当部・三京が計画されております。

その後、各地区からの要望についても計画してまいりたいと考えております。 

 ６点目、危機管理について。 

 その１、庁舎内の危機管理についてということでございます。お答えいたします。 

 庁舎内の危機管理につきましては、大規模災害が発生した際の人命救助や庁舎機

能の維持のため、天城町地域防災計画及び天城町庁舎管理規則に基づいて努めてい

るところでございます。 

 また、窓口対応業務でのトラブルなど、庁舎内での不当要求行為に対して的確に

対応するため、法的措置などを示した危機管理対応マニュアルの整備を検討してい

るところでございます。その他、職員の不当要求行為対応能力の向上のため、接遇

研修の充実、現場での危機対応に有効な法令研修などを実施するなど、防犯設備の

設置等も検討したいと考えております。 

 危機管理について。 

 その２、守秘義務についてということでございます。お答えいたします。 

 地方公務員法第３４条の秘密を守る義務において、職員は、職務上知り得た秘密

を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様であるとなっております。なお、

服務規律につきましては、採用時または研修センターでの研修により周知していま

すが、職場内研修を通して今後も定期的にその周知を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 ７点目、住民監査請求と訴訟についてということでございます。 

 これにつきましては、監査のほうからお答えさせていただきます。 

 ８点目、政治姿勢について。 

 その１、県営畑総事業未清算金についてということでございます。お答えいたし

ます。 

 県営畑総事業未清算金につきましては、平成２９年度から清算事務担当職員を配

置し、事務処理に取り組んでおります。現在対象地区が３３地区ありますが、７地
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区が完了しております。今後も継続して事務処理を行ってまいります。 

 政治姿勢について。 

 その２、ユイの館の改修について。 

 これについては、教育長のほうでお答えさせていただきます。 

 政治姿勢について。 

 その３、平土野地区活性化についてということでございます。お答えいたします。 

 平土野地区の活性化につきましては、高校生によるアートプロジェクトや若い人

たちが集うバスケットリンクを整備してまいりました。令和４年度においては、買

物客の利便性の向上を図るため、地権者と商工会の協力の下、利用者専用の駐車場

を整備いたします。また、イメージアップのためポケット公園前から役場西側まで

の歩道をカラー舗装いたします。また、空き店舗につきましては、引き続き所有者

や商工会とも連携しながら起業家支援の取組を強化してまいります。このような取

り組みを継続し、地域の皆様と共に商店街のにぎわいを取り戻したいと考えており

ます。 

 政治姿勢について。 

 その４、就任から３年が過ぎたが、今どのように感じているかということでござ

います。お答えいたします。 

 奄美大島・徳之島・沖縄島北部及び西表島が世界自然遺産に登録され、群島全体

の機運が高まる中、長期にわたり新型コロナウイルスとの闘いを強いられており、

本町におきましても地域経済の疲弊や町内外での社会活動が制限されるなど、それ

ぞれに大変な思いをされているかと存じます。 

 一方で、コロナ禍を契機に、「新しい生活様式」をはじめ社会の在り方そのもの

を見つめ直そうという動きがあります。 

 本町の進むべき羅針盤となる第６次天城町総合振興計画（ＡＭＡＧＩ─ＶＩＳＩ

ＯＮ）では、「Ｒｅｂｏｒｎ（再生）」という基本概念の下に、持続可能な社会を

目指し取り組んでいくこととしております。 

 就任から４年目を迎えましたが、私のモットーであります「先ず隗より始めよ」

「スピード感を持って対応」「必ず記録･メモをとろう」を職員と共有し、｢変化を

恐れず動き出す｣ことを常に意識しながら町民サービスの更なる向上に努めてまい

りたいと考えております。 

 ８、政治姿勢について。 

 その５、「くらし満足度Ｎｏ．１の町」づくりの自信はあるかということでござ

います。お答えいたします。 

 私の公約として、「住んでよかった。暮らし満足度Ｎｏ．１の町」の実現のため、
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６つの約束を申し上げました。具体的には、全ての子供から高齢者までが健康で生

き生きと暮らせる住み慣れたまちづくりを目指すこと、第１次産業の活性化を重視

し、若い世代が主役として働きやすい環境づくり、子育て支援策・定住支援策を推

進してまいりますと申し上げてきました。その間、長期にわたり新型コロナウイル

スとの闘いを強いられて、全ての取り組みが前進しているとは申し上げられません

が、ＡＭＡＧＩ─ＶＩＳＩＯＮの基本概念の下、一つ一つを着実に実らせ、町民の

皆様が天城町に生まれてよかった、天城町で暮らしてよかったと心から感じられる

ような地域からの声に真摯に耳を傾け、町民の皆様と共に行政運営に力を注いでこ

られたと考えております。 

 今後も、自分の主観的・個人的な意見や感情にとらわれることなく、「公平無

私」の心で物事を分析し、町民が主役の「暮らし満足度Ｎｏ．１の町」を目指して

まいりたいと考えております。 

 以上、奥議員の御質問にお答えいたしました。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 次に、教育関係の質問に対し答弁を求めます。 

○教育長（院田 裕一君）   

 それでは、奥議員の３項目めの、建設行政の１点目の兼久小学校敷地内の危険箇

所についてでございます。お答えいたします。 

 令和３年度６月議会において指摘のありました兼久小学校体育館西側道路の危険

箇所につきましては、安全対策を行いました。今後は、建設課とともにのり面の危

険箇所整備を進めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、８項目め、政治姿勢の２項目めのユイの館の改修についてでござい

ます。お答えいたします。 

 ユイの館は、平成８年３月に建設され２６年が経過しております。これまでも老

朽化による雨漏り補修や、地方創生臨時交付金を活用したトイレの洋式化やシャ

ワートイレ設置など整備してきました。 

 今後、施設の安全性のみならず社会や時代の変化に合わせた利便性と機能向上の

強化を図った改修に取り組み、なお一層町民の皆様や、増加が予想される観光客の

皆様に親しまれる施設となるよう努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 次に、住民監査請求と訴訟について答弁を求めます。 

○選挙管理委員会書記長（米田 俊朗君）   

 それでは、奥議員の質問につきまして、監査委員に代わりましてお答えいたしま
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す。 

 ７項目めですが、住民監査請求と訴訟について。 

 その１点目、住民監査請求の結果の公表について。お答えいたします。 

 住民監査請求につきましては、監査委員の合議に至らず、監査結果が得られなか

ったことから、地方自治法第２４２条にあります公表の義務には当たらないものと

考えております。 

 その２点目、住民監査請求人の公表について。お答えいたします。 

 住民監査請求人の公表につきましては、個人情報保護の観点から差し控えさせて

いただきたいと考えております。 

 以上、１項目２点につきましてお答えいたしました。 

○４番（奥 好生議員）   

 町長・教育長、また、監査のほうから１回目の答弁をいただきましたが、再度、

具体的な質問をしていきたいと思います。 

 １項目めの、町民の所得向上について。 

 その１点目、本町の平均所得額についてでございますが、金額のほうは私が調べ

たのと同額になっております。そこでお尋ねをします。県内１位と大島郡内の１位、

それから本町の順位をお尋ねします。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 まず、市町村民税の所得の県内の１位ということでございますが、まず１位は宇

検村２９２万５千円でございます。県平均が先ほど町長からもありました２５０万

９千円となっております。その中で宇検村が２９２万５千円ということであります。

その中で徳之島における順位ということですが、１位が徳之島町でございます。徳

之島町が２３０万１千円、２位が天城町の１９５万８千円、３位が伊仙町１８８万

３千円ということでございます。あの先ほどからの郡内におきましても宇検村とい

うことでございます。 

○４番（奥 好生議員）   

 この宇検村がなぜ１位なのか、大体でいいんですけど把握していましたらお答え

願えますか。分かります。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 その辺の宇検村の産業については把握しておりませんが、恐らく水産業が盛んで

はないかなというふうに感じております。 

○４番（奥 好生議員）   
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 県の統計課の担当に聞いてみたところ、やっぱりそういう回答でした。あと、酒

造会社、人口が少ない、そういったのが反映されているようでございます。 

 ２点目の具体的な所得向上対策についてでございますが、県においては塩田知事

は「基幹産業である農林水産業・観光関連産業のさらなる振興を図りつつ、高い技

術力を有する製造業の競争力の強化や将来を担う新たな産業の創出に取り組み、経

済を発展させることで本県産業の稼ぐ力を向上させ、県民所得の向上を図る必要が

あると考えている」と述べられております。 

 具体的には製造業の新分野進出やデジタル化の推進、企業等の新たな産業による

稼ぐ力の創出に向けた取り組みを支援するため、県としましては今年度、新産業創

出室を新設し、体制を強化しております。 

 本町においても、ふるさと創生室を新設されました。その効果は顕著に現れてい

るようでございます。ふるさと納税額は、平成２８年度の２千２００万が令和３年

度には５倍の１億１千万ほどに達する予定のようでございます。これは特産品の売

上げに貢献し所得向上にもつながっていると思います。 

 次に、農政課にお尋ねしますけども、町民所得に関連しまして農業ビジョンにつ

いてお尋ねします。私これ以前から気になっていましたけども、天城町の農業生産

額の目標は４５億円と設定をしてあります。和泊町の農業生産額は常に６０億円を

超えていると思いますが、天城町はどうあがいても５０億・６０億には達成できな

いというお考えなのか、農政課長と町長にお尋ねします。 

○農政課長（山田 悦和君）   

 お答えいたします。 

 ビジョンの中で目標の生産額を４５億円としております。農業の振興は本町の発

展に欠かすことのできない大きな位置を占めております。そこで、農業振興、農業

の生産額というのはとても大事なところだと考えておりますが、まず、天候や市場

価格に大きく左右される産業でございます。あと、全国的な少子高齢化による人口

減少が深刻化している中で農家戸数も年々減少をしてきております。過去にそのビ

ジョンが１次・２次と作成された中で４５億円を２度達成はしておりますが、今後

安定的に農業生産額４５億円が達成できるようにということでの思いから、農業ビ

ジョン、今３次農業ビジョンのほうを作成させていただいております。 

○４番（奥 好生議員）   

 これ持続可能なこの４５億円というのは設定するのは非常に大事だと思います。

そういったことも非常に大事だと思います。武田議員も先ほどの質問で言われまし

たけども。 

 話は変わりますけど、今度３月１８日ぐらいに大島高校が甲子園に自力で出場し
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ます。二、三十年前にまさか大高が甲子園に自力で出場すると思いましたか。 

○農政課長（山田 悦和君）   

 お答えいたします。 

 ちょっと分野が違うところでなかなか答えづらいところではございますが、離島

からの甲子園出場ということでものすごい快挙だと考えております。 

○４番（奥 好生議員）   

 ビジョン、理想を掲げていくと、ちょっとは目標高く設定するのが普通だと思い

ます。夢を持たせる、希望を持たせるようなビジョンをつくらないと意味が、張り

合いがないんじゃないかなと私は個人的にそう思っています。今すぐこの農業ビジ

ョンの４５億を修正しなさいと意味じゃないです。今からです。もう今日から明日

からでも次期農業ビジョンつくるときは、そういった夢を持たせる、希望を持たせ

るような設定額をぜひつくっていただきたいと思うんですけども、町長どうでしょ

うか。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 第１次・第２次ということでつくってきました。その中で４５億というところが

合い言葉みたいになってきているんですけど、なかなか１次・２次でそれが達成で

きなかったということの中で、今回第３次も４５億ということにさせていただきま

した。その４５億を超えてもっと高いところを目指すということは当然であります。

これまで５０億を超えて、三沢あけみさんを呼んで農家と一緒になって喜んだりし

た経緯もありますので、またぜひそれをそういった形でこれからやっていきたい。

そしてまた、目標は高い。もう１つは、ある意味目標は少し低めに持って、それを

達成して、またそれをクリアしたら次の目標に向かっていくということも大事かな

と思っております。そうすることによって、いわゆる達成感ができてモチベーショ

ンも上がっていくのかなと思っております。そういう中で当然気持ちは同じであり

ますので、ぜひこれをまずクリアしていければなと思っております。 

○４番（奥 好生議員）   

 農政課長にもう一度お願いというか、要望しておきます。農業も頑張る人は所得

は向上します。勉強にしても教育にしても、頑張る子供は成績も上がります。目標

というのは持たせるべきだと思います。農政課長は以前うちと一緒に、私も現役の

ときは税務課とか総務課で一緒に仕事していたんですけども、そのとき結構気持ち

は大きかったと思うんですけど、最近課長になってから何か希望が小さくなったよ

うな気が、その現状維持とかにこだわらないで、次あたりは５５億とか６０億ぐら

いの設定をぜひ要望しておきます。 
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 続きまして、２項目めの職員給与のラスパイレス指数についてでございますが、

現在、天城町の位置づけを教えてください。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 先ほど町長の答弁にもございました天城町のラスパイレス指数については、９１．

９でございます。県の市町村の平均が９７．２ということでありますけど、県内の

一番高い市町村が姶良市で９９．６、その次が鹿児島市であります９９．５、郡内

にいきますと一番高いところが奄美市の９８．３、ちなみに天城町より下回ってい

る町村については、徳之島町の８８．８、伊仙町の８８．４、知名町の８９．５、

与論町の８７．６、それ以外の奄美大島本島喜界町につきましては、全て本町より

ラスパイレス指数は上位でございます。 

○４番（奥 好生議員）   

 私が３０年ほど前に、ここにも何名かいますけども、職員の代表として大幅な職

員の処遇改善をした経緯がございます。そのときは当時の町長、また、議長さんに

も町長室のほうに来ていただいて、理解を得て改善をしました。その当時を振り返

ってみますと、天城町はもうちょっと今の現状よりもランクは上だったんじゃない

かなと記憶をしてございます。当然そのとき、たしか町長は総務課に補佐かなんか

していまして、非常に理解を示していただいた件もあるんですけども、天城町のラ

スパイレスが結構下位のほうにあるわけです。そうしますと、議会議員としまして

町民所得の向上についてがんがん質問するのもどうかなと。もう少し職員のこれで

処遇関係も改善をしていただきながら、一般質問でもいろいろ指摘をしたり、要望

を出したりするのが好ましいのかなという思いでございますが、町長と総務課長の

御意見を伺います。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 今議員がお話のように以前より現在のラスパイレス指数は下がっております。ま

た、いろんなところでラスパイレス指数の議論がなされるわけでありますが、それ

以前に我々は町民の福祉の向上、そして公僕でありますので、そのために日々の業

務に当たっていくというところが基本ではないかと考えております。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 今総務課長がお答えしましたように、職員が町民のためにしっかりと働けるとい

う、そういうモチベーションを持っていくというのが、まず１つには大事かなとい

うふうに思っております。一方、奥議員からのお話の中でも、どうしてもこういう

小さなコミュニティ、天城町、５千人強、６千人弱の中であります。これは国家

公務員との比較でありますけども、そういう中で地域とのいろんなバランス、そう
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いったものも必要かなと思っております。ただし、職員のモチベーションはしっか

り持たせるということは大事かなというふうに思っています。 

○４番（奥 好生議員）   

 この件については職場の中に職員団体というのがございますし、総務課長を中心

として職員みんなと意見交換などして職員の要望を聞いていただきたいと思います。 

 続きまして、３項目め、建設行政について。 

 兼久小学校敷地内の危険箇所についてでございます。 

 学校の安全管理には校舎や運動場やプール、体育館やその他の敷地も十分な配慮

が必要と思います。今回、私がお願いをしている箇所はグラウンド西側の倉庫や鳥

小屋の後ろの崖で、その上には道路があります。その道路なんですけども、今にも

路肩のほうが崩落しそうな状態でございまして、学校側としても子供たちの安全を

考えましてロープを張って立入禁止にしております。ぜひ今年中に対策を講じてい

ただけるようにお願いをしておきます。もう予算措置もされているようだと聞いて

おりますけども、建設課長、ここら辺り最新の技術でいい工事をしていただきたい

と思いますが、どうでしょうか。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。 

 今の路線、瀬滝通学路３号線です。確かに言われるように路肩がオーバーハング

して、のり面・斜面が舗装面を削っておりまして危険な状態でございます。いわゆ

るモルタル吹付工という方法で工事ができないか、新年度予算のほうに計上させて

いただきました。またよろしく御審議をお願いしたいと思います。 

○４番（奥 好生議員）   

 ぜひお願いします。 

 続きまして、４項目めの福祉政策について。 

 １点目の今年度の取り組みについてお尋ねします。 

 施政方針や先ほどの答弁からもお聞きしましたけども、具体的に予算審議の中で

もよかったんですけども、せっかく一般質問出してありますのでちょっと概略でよ

ろしいです。大体の金額でいいんですけど、各集落の老人クラブと老人クラブ連合

会、両方にどれぐらいの助成金を考えておられるのか。 

 また、もう１つは、ハンドル付の老人３輪車みたいなやつ、あれの補助率とか大

体分かったら金額ぐらいぜひお願いします。 

○長寿子育て課長（森田 博二君）   

 お答えいたします。 

 まず、老人クラブへの補助金についてでありますが、町の老人クラブというのは
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高齢者の方々の生きがいづくりの場で、楽しい集いの場と考えております。町の補

助金といたしましては、今回当初予算にも計上しております。連合会のほうへはこ

れまでの補助金にプラス１０万円の増額で、各集落の単位老人クラブに対しまして

は一律に２万４千円の増額ということで、当初予算のほうで計上しております。 

 あと、高齢者ハンドル型電動車いす購入費助成事業でありますが、いわゆるシニ

アカーというものでございます。これにつきましては、昨年の当初予算の委員会の

中でも委員会のほうからの申入れ事項にもございました、シニアカーの助成ができ

ないかということで。それから１年たったわけでありますが、課の中でもいろいろ

検討いたしまして、シニアカー大体新車で３０万から４０万ぐらいの金額だそうで

ございます。中古がその半額ぐらいであります。町としての補助額は、その３分の

１、１０万円を限度として３分の１の補助を予定して、今当初予算では何台ぐらい

申請があるのか分かりませんが、１０台分１００万円を計上しているところでござ

います。 

○４番（奥 好生議員）   

 この福祉行政について、もう１点、今度、けんこう増進課長にお尋ねしたいこと

がございます。 

 揚げ足を取るつもりでないんですけども、施政方針の８ページ見ていただけませ

んでしょうか。８ページの真ん中より下のほうに国民健康保険事業につきましては

というのと、介護保険事業につきましてはというところが段落があるんですけども、

国民健康保険事業につきましては、誰もが安心して医療が受けられるようというふ

うになっています。介護保険事業につきましては、介護サービスを真に必要とする

方へとなっておりますけども、私個人的にどうもここは気になるんです。介護保険

も介護保険料払っているわけなんです、皆さん。介護の認定は３町の介護保険組合

が認定するわけなんです。申請は各町の役場の窓口だと思うんですけども、まさか

こんなことはないと思いますけども、役場の窓口であなたは該当しませんとか、そ

ういったケースはないでしょうか。 

○けんこう増進課長（碇本 順一君）   

 お答えいたします。 

 今御指摘の役場の窓口で、いわゆる門前払いはないかというところですが、ござ

いません。全てきちんと対応させていただいて、相談に来た方の改善につながるよ

うに頑張っております。 

○４番（奥 好生議員）   

 もう１点、要介護じゃなくて要支援の受けられる事業とかは考えておられます。

それとも、今現在ありますか。 
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○けんこう増進課長（碇本 順一君）   

 お答えいたします。 

 要支援の方のサービス内容ということですか。 

○４番（奥 好生議員）   

 はい。 

○けんこう増進課長（碇本 順一君）   

 それ以前に、先ほどの真にというところとつながるのでお話しさせていただけれ

ば、相談にいらっしゃいます、その中で、例えば起き上がるのに不自由になったと

相談があったとします。それが、本当に加齢によって、その方もう元のとおり昔み

たいに起き上がるのが困難であれば、介護サービスにつながっていきます。そうじ

ゃない、例えば今コロナ禍の中で活動量が減って筋量・筋力の低下で、総合事業と

いうのがございまして、この中でリハビリすれば今までどおりになるんだよという

ときにはその介護サービスじゃなくて、その総合事業、リハビリの中でその人の困

り事を解消するというのにつなげているところです。 

 要支援についても本当に必要なところを見まして、場合によっては区分変更、ま

だ期限来てないんですが、再度判定してもうちょっと上げた中でサービスの密度を

増やしていきましょうというところも対応しているところです。 

○４番（奥 好生議員）   

 いろんな計画書には町民の多様なニーズに対応して「町民が満足度Ｎｏ．１のま

ちづくり」というのをスローガンに掲げているわけですので、介護を受けたいとい

う人が申請来た場合に、介護認定のチェック機能というのが１００幾ら、１００前

後ぐらいあると思うんですけども、そういったところは慎重にいろんな家族の関係

やらいろんな家庭環境、そういったものを十分に把握して、なるべく恩恵を受けら

れるような形に持っていければいいのかなと私は思っていますので、ぜひ「満足度

Ｎｏ．１のまちづくり」に向けて頑張ってください。 

 以上です。 

 続きまして、５項目めの地籍調査事業について。 

 進捗率は先ほどの町長の答弁にもありましたので省略したいと思います。 

 ２点目の要望地区の対応についてでございます。 

 以前から。飛んでいる。ごめん。すいません。申し訳ない。ばたばた早く終わら

せたいと思って。 

 空港管理事務所の苅り草の処理の件についてでございますが、先ほど町長の答弁

にもありましたけど、今現状の無償配布にしていると思うんですけども、無償配布

のやり方を教えていただけませんか。 
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○建設課長（宮山 浩君）   

 空港のほうで刈取りしてロールをしている状況が確認できましたら、その朝のう

ちにそれを譲ってほしいという農家の方のほうから電話があるそうです。その申込

みのあった順にお渡しをしているということです。 

○４番（奥 好生議員）   

 昨年ですか、今空港管理事務所の所長が替わっているんですけども、昨年の所長

に聞いてみましたら、これ欲しい人まだほかにもいるかもしれませんので、公募型

にしていただけませんかというお願いをしましたら、いや自分も前々からやってい

るとおりしかしていないんで、そこはちょっとできないんじゃないかなみたいなこ

とを言われたんです。それで、滑走路周辺の草は全国的な空港はどのようにされて

いるのか調べましたら、国土交通省が管轄している大きな空港については空港の刈

り草を飼料用・堆肥用・敷きわらとして提供します。そういう要項もつくられて公

募で募集をかけているんです。できれば畜産農家、または堆肥用、あるいは果樹園

芸とかの敷きわらとかに十分使えると思いますので、今後こういった方向で改める

考えはないのか課長にお尋ねします。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。 

 今議員がおっしゃるように国交省などが管理している大きい空港では、そういう

方向、要項等をつくってそういうほうもやっているようでございます。ちなみに郡

内調べましたら、まだそういう要項も作成しておらず、欲しい農家の方に順番にお

譲りしている空港のほうが多かったようですので、その要項をつくって募集をかけ

て、また、小まめに管理をするとなれば、また人員の問題、あと、やり方の問題と

ありますので、１回勉強させていただいて、できるのかできないのか検討させてい

ただきたいと思います。 

○４番（奥 好生議員）   

 ぜひ検討していただきたいんですけども、私が言いたいことはやっぱ公平に、知

らない方もいるじゃないかということです。例えば天城町はＡＹＴというテレビが

あります。ああいったところで周知を図って希望者を募るというのも１つの手だと

思います。その前の所長にかたくなに言うのが固定しているような方はどうのこう

のという言い方はしたような記憶がありますので、そうじゃなくて、ほかにも希望

者があればそういった方にも使っていただくという、そういう方向で考えていただ

きたいんですが、再度の課長のほうお願いします。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 町内の農家の方でまだそういう無償で空港の草がもらえるということを知らない
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方も、もちろんいらっしゃると思います。現在、かなりの数の方にお配りはしてい

るようですので、またその辺も含めて考えていきたいと思っております。 

○４番（奥 好生議員）   

 ぜひそのようにお願いをいたします。 

 続いて、地籍調査です。地籍調査に移ります。 

 瀬滝集落の県道南側の三京集落と農業センターに入る十字路がございますけども、

その十字路から秋利神川、農業センターのほうに向かっての西側一帯、農業セン

ターも含めてなんですけども、以前から土地の所有者とか境界関係でちょっとトラ

ブルというかはっきりしないとかあるんですけども、去年、おととし、そこの県道

の、旧県道の北側のほうは地籍は入ってんです。ところが、そこについてはなぜか

知らんけども飛び越えて西阿木名のほうに行っているんですけども、いつまでもこ

ういったところを残しておくと、将来その土地を譲り受けた子供や孫たちも大変難

儀をしますんで、これについては町長の判断だと思うんですけども、ぜひ農業セン

ターも含めて解決の方向にもっていただきたいと思うんですけども、どうでしょう

か。町長。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 これにつきましては、地籍調査の限られた事業費の中で展開しておりますが、今

のところ令和４年・５年については当部・三京ということで全体の計画なされてお

りますので、また、それにつきましてはしっかりと受け止めながら、そういう重点

的にというかできればというふうに思っております。町民の方々が困っている、そ

ういった状況が少しでも解消できればというふうに思います。 

○４番（奥 好生議員）   

 総務課の財産係のほうも結構難儀をしているようにお聞きしていますが、総務課

長として、これもう早めに解決したほうがいいと私は思うんですけども、どうお考

えでしょうか。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 確かに財産管理係のところに相談にいらっしゃる町民の方々、特に瀬滝地区の今

議員がおっしゃる農業センター周辺については、かなり以前からの懸案事項でござ

います。早い時期に解決に向けて取り組んでいきたいということで今準備は進めて

おりますが、いろいろと課題が山積しているように感じており、苦慮しているとこ

ろであります。 

○４番（奥 好生議員）   

 地籍調査の主管課は農地整備課になります。農地整備課長にお願いですけども、
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やっぱり総務課とかそういったところとも連携を取って、早々来年、再来年と計画

地区は決まっているみたいですので、そこら辺りに入って、その地区が行けていた

ら早い段階で、そうでなければその次の年ぐらいにでもやっていただきたいと思い

ますが、どうでしょうか。 

○農地整備課長（大久 明浩君）   

 お答えいたします。 

 地籍のほう入ることは可能ではあります。その前に、その所有者間の境界が確認

できることがまず大事かと思っております。境界をはっきりしない状態で地籍調査

を入ると、事業費を無駄に使ってしまうと。境界が確定していない状況であれば筆

界未定という先ほども吉村議員には伝えましたが、筆界未定の状態にしてしまうと

自己負担で全てをやらないといけないということになりますので、ぜひ地権者間、

周りのその土地をよく知っている人たちの意見も聞きながら、境界をまず確定して

しまう。うちらのほうがその地籍調査入ったときに確認が容易にできる状況にして

いただくことがまず大事だと思っておりますので、これから奥議員のほう、今回こ

ういう質問を出してもらいましたが、天城町内においても先に地籍を入れてほしい

と思われている地区があると思います。そこについても境界のほうは所有者間の話

になってきますので、地籍が幾ら入っても双方が境界を決められなかった場合には

筆界未定地となってしまいますので、ぜひそこら辺を、今後これからもちょっと考

えながら行動を移していきたいと思っております。 

○４番（奥 好生議員）   

 境界で問題があるところ以外のところも結局地籍調査が入らないで困っていると

ころもあると思いますので、ぜひそういったところは必要条件といいますか、お互

いが話合いして境界を決めることができない場合は、もうそこに筆界未定で、もう

後は個人でお金をかけてやらんといけませんですよと、そういった説明もしながら

柔軟な対応で進めていただきたいと思います。 

 ６項目めの危機管理について。 

 １点目の庁舎内の危機管理についてでございますが、この町長の答弁の真ん中辺

りにありますけども、窓口対応業務でのトラブルや、また、いろんな不当要求行為

等の危機管理対応マニュアルの整備の検討、あるいは防犯設備の設置等を検討した

いと考えておりますというふうに答弁ありますが、できれば何ヶ所かに防犯カメラ

を設置するようなお考えはないのかお尋ねします。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 役場のほうには相談や要望のみならず苦情等も時折あります。そういった中でそ

の内容につきまして、しっかりと確認した上で適切に処理するよう努めているとこ
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ろであります。 

 また、各課において窓口対応がなされておりますが、そこでのトラブル等につい

ては各課長より私のところまで報告がなされているかと感じておりますし、報告を

受けたものについてはその都度対応を行っているところであります。 

 今御質問の防犯カメラでありますが、全国各地の自治体や公共機関において設置

が進んでおります。まず、防犯カメラ等につきましては徳之島警察署等から防犯意

識の関連から以前から要望等もあります。まずは町内の要所と、今後、世界自然遺

産登録が進みにつれて入り込みも増えると予想されますので、まずはそういったと

ころの設置から考えているところであります。 

○４番（奥 好生議員）   

 ぜひ徳之島警察署のほうと連携を取りながら、そういった対処をしていただきた

いと思います。 

 ２点目の守秘義務についてでございますが、昨年の本会議の質問の中でも農業委

員が守秘義務違反をしたかのような発言が再度ありました。その件について、昨年

の農業委員会の局長さんには、たぶん異動になるはずだろうから新しい事務局長に

はその辺も含めて事務引継をしておいてくださいとお願いをしてございますが、引

継ぎの内容にはその件は入っていますでしょうか。 

○農業委員会事務局長（芝 健次君）   

 お答えします。 

 １月６日に事務引継を行い、その中に農業委員の申合せ事項という分で引継ぎを

行っております。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 意向を受けていると、前の局長から。 

○農業委員会事務局長（芝 健次君）   

 議会でそういう話が出たということは話は聞いております。内容については詳し

くは聞いておりません。 

○４番（奥 好生議員）   

 今回は質問には入れていませんけども、またいつかやりますので、これについて

はその方が定年退職されるまでにはしっかりと事情を聞いて、引継ぎの内容に入れ

といてください。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 しばらく休憩します。４時２０分より再開します。 

休憩 午後 ４時１１分 

─────────── 



－77－   

再開 午後 ４時２０分 

○議長（柏井 洋一議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 奥議員。 

○４番（奥 好生議員）   

 続きまして、７項目めの住民監査請求と訴訟について。 

 その１点目、住民監査請求の結果の公表についてということでございますが、先

ほどの監査のほうからの答弁では合議に至らず結果が得られなかったことから、地

方自治法２４２条にあります公表の義務がないものと考えておりますということな

んですが、他の自治体ではちょっと調べてみたんです。請求に理由があると認める

場合、市町村長などに勧告します。棄却請求に理由がないと認める場合、請求され

た方に対し理由がないと判断したその理由を通知します。監査の結果を公表します。

合議不調、監査委員の合議が整わない場合、請求された方に対し合議が整わなかっ

た旨の通知をします。合議不調となり監査の結果が出せなかった旨を公表します。

こういうふうに公表、合議に至らなかったその事実の報告は公表としてやっている

自治体はあるわけなんです。普通考えてもそうでしょう。住民監査がありました、

町長と議会に報告ありましたね。合議が整わなかった場合は知らん顔するんですか。

これ町長部局に報告しました。２人の監査委員はそういう話合いはしましたか。お

尋ねします。 

○選挙管理委員会書記長（米田 俊朗君）   

 住民監査請求があった以降、３度ほど住民監査請求の監査を実施しております。

その中で、あの監査委員のほうの合議に至らなかったということで、監査の結果の

決定ができなかったということで公表の義務はないということなんですけども、そ

れ以上のことは私としては考えられませんが。 

○４番（奥 好生議員）   

 こういった問題は自分だけの判断でするんじゃなくて、全国の監査連絡協議会と

か、あと県の市町村課とかほかの自治体とか、そういったところ調べて、ある程度

協議をしないと。合議が整わなかったから町長部局にもその旨の報告もしなかった、

議会にもしなかったというのは私はどうも腑に落ちないんです。 

 もう１点あります。昨年の１２月議会で本会議場で「先月何日、住民監査請求が

ありました」ということを議場で発言する方もいます。これはＡＹＴとか、いろん

なところに公表しているみたいな感じになるわけです。合議が整わなくても、その

事実を町執行部、あるいは議会に私は報告すべきだと思います。どうでしょうか。 

○選挙管理委員会書記長（米田 俊朗君）   
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 私としては、県のほうにいろいろ意見を聞いたりはした上で監査委員が合議に至

らなかった場合は法律、あくまで私としてはもう法律にのっとってしか動けないで

すので、あと、監査委員の意見を確認して事務をしただけのことであります。 

○４番（奥 好生議員）   

 法律、公表するなという法律はないと思うんです。結局、だからほかの自治体で

は合議に至らなくても公表しているわけです。昨年の監査委員の監査意見書の中に

監査委員２人の名前もないような監査意見書も出されました。それで指摘されまし

た。何か最近、監査委員の質はどうですか。向上していますか。課長クラスの職員

としては、いろんな情報を集めて監査委員に教えてあげないと。そのために課長ク

ラスでそこに配置されているわけですから。そこら辺どうですか、考えを。 

○選挙管理委員会書記長（米田 俊朗君）   

 いろいろ勉強しながら、監査委員の方とも協議をしながら、今後またさらに法律

と他市町村の動向等聞きながら、勉強していきたいと思います。 

○４番（奥 好生議員）   

 もう１点、監査請求人の公表について質問します。 

 これについても法律で請求人を公表するなということは規定はないはずですが、

ほかのところでは監査請求を出した方々に連絡を取って公表してもいいですかと聞

いたりして「公表しないでください」と言った場合は、公表しない。住所は公表し

ちゃいけないみたいな書いてありました。監査委員２人は住民監査請求人に対して

どうですか。公表してもいいですかとかいう問合せとかはされましたか。 

○選挙管理委員会書記長（米田 俊朗君）   

 今その質問に関しましては私は監査委員の判断に委ねるという形しか取れません

ので、その辺は御理解ください。 

○４番（奥 好生議員）   

 できれば今後、監査委員２人が話合い協議します、そのための議事録を作ったり

するのは書記の役目だと思いますが、どうですか。 

○選挙管理委員会書記長（米田 俊朗君）   

 それはそのとおりだと思います。 

○４番（奥 好生議員）   

 まさか、書記は出ていってくれとか、そういうことはないですよね。ちゃんとそ

こに３人、書記もおって、ちゃんと話合いされていると思いますけど、どうですか。 

○選挙管理委員会書記長（米田 俊朗君）   

 すいません。必ず３人で、私と監査委員２名で協議しております。 

○４番（奥 好生議員）   
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 今後は課長クラスとして選管監査に配置されているわけですので、しかも監査委

員と違って年中そこの職場で事務を執っているわけです。しかも議場にも出ている

となればいろんな情報を持って、こういったことを監査委員に、こういった資料も

ありますとか、やっぱりそういった資料をあげて、見せてあげる、私はそういうの

も監査書記の役目じゃないかと思います。今後、しっかりとそういったところも勉

強して、公表するのは公表する、公表しなかった場合は何らかの説明ができるよう

に書記として対応していただきたいと思います。 

 以上です 

○議長（柏井 洋一議員）   

 暫時休憩。 

休憩 午後 ４時２８分 

─────────── 

再開 午後 ４時３０分 

○議長（柏井 洋一議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 奥議員。 

○４番（奥 好生議員）   

 ちょっと私も一般質問の中で感情的になったところがあるようで、申し訳なく思

っております。また、先ほど削除をお願いしたところにつきましては、削除のほう

よろしくお願いします。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 じゃあ気をつけて。 

○４番（奥 好生議員）   

 ８項目め、町長の政治姿勢について。 

 １点目、県営畑総事業未清算金についてでございます。 

 これは以前も私質問をして、農地整備課長のほうにも質問してお願いした経緯が

ございます。これは２０年以上前の畑総事業の中で換地処分があって、その土地が

少なくもらった方、あるいは多くなってもらった方、その中で清算をして、多くも

らった人は清算金として土地改良区ですか。今役場です。役場に返す、減歩になっ

た方にはその清算金の中から返すという仕組みになっていると思いますが、これ

２０年以上前に減歩になった方は非常に不利益を被っていると、単純に考えても不

利益を被っていると私は思っています。土地を多めにもらった方は、その間耕作を

して利益をもらっている。そういったところの責任を未清算金が集まらないからと

いうことで放置していくのはどうもおかしいような気がしまして、ここは町長の考
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え方一つで何とか町のほうで立替えをしてでも処理していただけないものか、町長

のほうにお尋ねをいたします。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 あの事業の中で困っている方、また、割増しして土地を所有してそこで生産をし

ている方、そういったこともありますけれども、私たち今現在職員を配置して対応

しているところであります。何とか７地区が完了したというところでもあります。

そしてまた、議員からその清算金について町から立替え、そして町のほうでそれを

責任を持って徴収したらどうかという話もありましたけども、今繰り返しになりま

すけど、職員を配置して対応しているところであります。そういう中で結果として、

もし必要であればまたそういうような考え方も取りながらやっていきたい。たしか

当時、沖永良部の知名町のほうがその様な形で実行しているんではないかという御

意見等も伺ったことがありますので、またもう少し検証をさせていただきたいと思

います。 

○４番（奥 好生議員）   

 この件につきましては、もう当時の換地委員も亡くなられている方もいるし、ま

た土地を換地していただいた方も亡くなられたり子供などに引き継がれたりして、

だんだんと迷惑が非常にかかっていると思います、これについては。やっぱりそう

いったところを行政がちゃんと正していくのが私は行政の役割じゃないかなと思っ

ていますので、農地整備課長どうでしょうか。 

○農地整備課長（大久 明浩君）   

 お答えいたします。 

 清算事務、２９年から清算事務担当者としてずっと動いてもらっているんですが、

今現在、３３地区のうちの７地区が完了していまして、２地区のほうが支払いが既

に完了しております。ですから、９地区は支払いは終わっておると。あと１地区な

んですが、この地区についても支払いの金額は残っているんですが、特定できない

と、支払者の特定ができない部分がございまして、そこの調査を今進めているとこ

ろです。 

 予算的にも４７０万円ほど通帳のほうに残っておりまして、この通帳の部分を全

て支払いのほうに終わらす方向で今動いているところです。 

 ここを終えた後のこれからの議論になってくると思いますが、約１千２００万ほ

ど不足をしておりまして、ここについても協力金として徴収する。増配分を受けた

ところがございますので、ここにはしっかりとお伝えをしてもらっていく方向で。

２９年から幾らかずっと入ってきておりますので、ここを徴収のほう、協力金のほ
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うをお願いしながら、今後その不足分、支払いに足りない分のところについて協議

も進めながら進めていきたいと思っております。 

○４番（奥 好生議員）   

 ぜひ町民に迷惑がかからないようにしっかりとした対応をお願いします。 

 ２点目、ユイの館の改修について。 

 ユイの館なんですけども、庁舎の中庭と同じようにユイの館の入り口には大きな

池があります。そこにサバニも置いてあるんですけども、ユイの館の中のほうを見

てみますと、入り口に受付する事務所があるんですけども、非常に狭い。館長はど

こで仕事をしているかというと、ちょっとしたミニコンサートするホールの中に机

を１個持っていって、そこで事務をしているような状況だと私は認識しております

けども、できれば、あの池は上のほうにコンクリである程度もう基礎的なものはで

きていますし、あそこの半分でもいいので室内のほうに取り込んでいただいて、事

務室、あるいはまたほかの使用法なども検討していただきたいと思いますが、町長

どうですか。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 もともとユイの館を造ったときには、いわゆる文化財の担当、そしてまた文化財

発掘した品々があそこに保管するという想定はなかったのかなと私は思っておりま

す。そういう中で今回、下原遺跡とかいろんな遺跡が出まして、そこでだんだんそ

の場所が狭くなってきているのが今現状かなというふうに思っております。そうい

う中で、発掘された土器とか品々を保管するための簡易的な、いわゆる倉庫を造っ

てみたらどうかということなども今検討はしているところがあるんですけども、今

奥議員からの御提案のようなことはこれまで議論の中になかったかなと思っており

ます。そこを含めてしっかりとその事務室等を整備するということは、また考えな

いといけないかなと思っています。そこをまた、今あそこの池をなくすということ

についてもまたもう少し議論させて、もう少しは事務がしやすいような状況、そし

て観覧者がしっかりと見て回れるような環境というものはつくっていかないといけ

ないなと思っております。 

○４番（奥 好生議員）   

 ぜひこれから世界自然遺産にもなりましたし、観光客の増加も見込めますので、

せっかくユイの館のああいった展示するところ、館があるわけですので、ぜひ事務

室のほうも、もうちょっと手広く業務ができるようにしていただきたいと思います。 

 ３点目、平土野地区活性化について。 

 企画財政課長にお尋ねしますが、民間の団体で、たしか３月末までにはアートプ
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ロジェクトが計画されていると思うんですけども、今進捗状況はどうでしょうか。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 今までも集落提案型まちづくり支援事業で、商工会の青年部と平土野集落で申請

が上がってきておりました。アートプロジェクト、過去２回、高校生、徳之島高校

の美術部が作成、絵を描いてきたところであります。今年につきましても申請者は

商工会青年部と平土野集落ということであります。徳之島高校美術部のほうがちょ

っと時間が取れないということでございましたので、今回に限り徳之島島内からそ

の描き手を募るということにいたしました。今現在その描き手さんのほうにつきま

しては天城町・伊仙町・徳之島町、それぞれから１団体１名ずつ選定されておりま

す。ですので、昨日も確認いたしましたが、今月３月中にはもう描く場所も決まっ

ておりますので、ぜひ完成させたいということでございました。 

○４番（奥 好生議員）   

 ぜひ島の交流人口が集まるような商店街にしていただきたいと思います。 

 次、これも以前課長のほうに質問しましたが、商店街西側の海岸沿いのテトラポ

ッドの上の遊歩道に活用する計画なんですけど、私も以前徳之島事務所の建設課の

職員と話をしておりますけど、その後の協議の進み具合はどうでしょうか。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 あのテトラポッドというか、擁壁のとこのテトラポッド、このウッドデッキにつ

きましては、前回奥議員とのやり取りの後に私のほうも徳之島事務所のほうと連絡

を取り合いました。そういう中で基本的なところを確認いたしたところです。町と

しては、その場所にウッドデッキを造るということを県に対して許可を出していた

だきたいと、そういうことで基本的には町が造りますからということを前提にお願

い・相談をさせていただきました。いろいろ県のほうも港湾、平土野港、その辺の

管理の面から、もしそういったものがまた高波とか台風とかによって平土野商店街

のほうに飛ばされたりしたら責任は持てないとか、いろんなやり取りはあったんで

すが、そういう中で町が責任を持ちますからということで、どうにか一部だけでも

許可できませんかという話をしてきたところでした。そういう中で県のほうも、町

がどのようなものを造りたいのか青写真というか、簡単なスケッチでもして見させ

てくださいというところまで今来ているところです。今後また建設課とも相談しな

がら、そういったイメージ図なるものを描いて、それを持っていってまた相談する

ということになろうかと思います。 

○４番（奥 好生議員）   
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 ぜひ１５ｍ・２０ｍぐらいな試験的にでも、前向きに実施の方向に向けて頑張っ

ていただきたいと思います。 

 それと、前々から議長のほうからも質問がありましたけど、商店街の緑地帯を含

めた歩道の改善策についてなんですけども、なかなか緑地帯関係が前向きに進んで

いないようなんですけども、これについても試験的に希望のあるところだけでも改

善をしていって、そうしたのを地区の方々に判断してもらうという方法もあると思

うんですけども、そこら辺どうでしょうか。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 今回先ほど来、４年度の当初予算の中で役場下からポケット公園前までの歩道は

カラー舗装いたしますということで、今また御審議いただきます。取りあえず４年

度は、まず当初予算でそこを進めまして、その後、そういった景観とかを見ながら、

またその地元の方々、そして平土野地区活性化推進審議会なるものもございますの

で、そういったところで検討を重ねて、その緑地帯をどうするかというところを考

えていきたいというふうに考えています。 

○４番（奥 好生議員）   

 次、８項目めの政治姿勢について御質問します。 

 ３点目の平土野地区活性化でしたので申し訳ないです。 

 次、４点目の就任から３年が過ぎたが、今どのように感じているかなんですけど

も、これについてはもう町長からもしっかりした答弁がございました。それから、

４点目につきましても削除ということにしまして、５点目、「くらし満足度Ｎｏ．

１の町」づくりの自信はあるかというところなんですけども、私が議会議員を３年

間今やっているわけなんですけども、この３年間本町は本当に目に見えてよくなっ

ていると私も実感をしております。集落内のインフラ整備、ふるさと納税の増加、

移住・定住、山海留学生の増加、学校給食費の完全無償化への取り組み、全天候型

多目的施設建設への取り組み、西阿木名集落への町営住宅の建設、教員住宅の建設

計画、当部集落への町営住宅建設の取り組みなど、南部地区振興などにも多くの事

業を取り入れていただきました。町民は大変評価をしているようでございます。今

後も初心を忘れず、多くの町民の声を大事にして町政のかじ取りを担っていただき

たいと思います。 

 以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 以上で、奥好生君の一般質問を終わります。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 
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 明日は午前１０時から開会いたします。 

 本日はこれで散会します。お疲れさまでした。 

散会 午後 ４時４７分 

 


